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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（1）連結経営指標等 

 （注）１．第４期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．従業員数は就業人員（当企業集団内から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団内へ

の出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及び

アルバイトを含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

４．平成17年12月31日（土曜日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日

（金曜日））最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、平成18年２月

20日付をもって１株を３株に分割いたしました。平成17年12月30日の株価は当該株式分割の権利落後の株価

であり、第４期の株価収益率につきましては権利落後の株価の分割比率を乗じた数値に基づいて計算してお

ります。 

５．株価収益率は期末の株価を潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額で除して計算しております。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

売上高 （千円） － － － 5,982,919 

経常利益 （千円） － － － 1,447,879 

当期純利益 （千円） － － － 677,701 

純資産額 （千円） － － － 7,388,053 

総資産額 （千円） － － － 12,112,904 

１株当たり純資産額 （円） － － － 79,700.25 

１株当たり当期純利益金額 （円） － － － 7,993.50 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － 7,282.78 

自己資本比率 （％） － － － 61.0 

自己資本利益率 （％） － － － 9.2 

株価収益率 （倍） － － － 177.54 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － － △526,515 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － － △5,964,443 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － － 8,036,562 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） － － － 2,206,293 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

380 

(23) 



（2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．依頼者の意向に基づき当社が一旦不動産所有権を取得する契約形態をとったことによる不動産販売取引が第

２期の売上高には280,423千円、第３期の売上高には1,678,456千円含まれております。 

３．第３期以前の持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載してお

りません。 

４．第１期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場・非登録でありましたため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５．第１期及び第２期の株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありましたので記載しておりませ

ん。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

売上高 （千円） 13,784 902,954 3,661,267 5,650,858 

経常利益 （千円） 1,053 20,474 409,638 1,215,077 

当期純利益 （千円） 683 9,895 205,782 588,099 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） － － － － 

資本金 （千円） 29,500 120,000 353,120 3,265,361 

発行済株式総数 （株） 590 24,000 28,100 92,698 

純資産額 （千円） 30,183 130,579 887,281 7,299,856 

総資産額 （千円） 34,047 261,316 1,680,227 11,728,139 

１株当たり純資産額 （円） 51,157.73 5,440.79 31,575.86 78,748.80 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当

額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

１株当たり当期純利益金額 （円） 1,382.72 500.52 8,356.06 6,936.64 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － 8,317.50 6,319.89 

自己資本比率 （％） 88.6 50.0 52.8 62.2 

自己資本利益率 （％） 2.7 12.3 40.4 14.4 

株価収益率 （倍） － － 120.23 204.59 

配当性向 （％） － － － － 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △9,793 △12,015 380,514 － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △3,686 △38,424 △529,728 － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 29,410 106,309 700,699 － 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） 15,929 71,799 623,284 － 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

4 

(－) 

65 

(3) 

130 

(11) 

366 

(22) 



６．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んで

おります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）

は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

７．当社は平成14年９月３日設立のため、初年度である平成14年12月期より記載し、また、第１期は、３ヵ月と

28日間となっております。 

８．第２期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14

年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。なお、同基準及び適用指針の適用に伴う

影響はありません。 

９．当社は平成15年７月１日付で株式１株を10株に、平成17年５月20日付で株式１株を３株に分割いたしまし

た。 

10．平成17年12月31日（土曜日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日

（金曜日））最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、平成18年２月

20日付をもって１株を３株に分割したことにより、発行済株式総数は185,396株増加し、また、新株予約権

の行使により1,548株増加し、提出日の前月末現在の発行済株式総数は279,642株となっております。 

11．第４期より連結財務諸表を作成しているため、第４期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動による

キャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及

び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 

12．平成17年12月31日（土曜日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日

（金曜日））最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、平成18年２月

20日付をもって１株を３株に分割いたしました。平成17年12月30日の株価は当該株式分割の権利落後の株価

であり、第４期の株価収益率につきましては権利落後の株価の分割比率を乗じた数値に基づいて計算してお

ります。 

13．株価収益率は期末の株価を潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額で除して計算しております。 



２【沿革】 

年月 事項 

  

平成14年９月 東京都港区南青山三丁目４番４号において株式会社リプラスを設立（資本金20,500千円） 

不動産ファンドのアセットマネジメント事業（ホフ事業）を開始 

  

平成15年３月 本社を東京都港区虎ノ門一丁目26番５号虎ノ門17森ビルに移転 

  

平成15年３月 東京賃貸住宅保証株式会社より営業譲受け 

  

平成15年４月 賃貸住宅の滞納家賃保証事業（賃貸サポート事業）を開始 

  

平成15年７月 大阪支店（賃貸サポート事業）開設 

  

平成15年11月 名古屋支店（賃貸サポート事業）開設 

  

平成16年５月 北九州支店（賃貸サポート事業）開設 

  

平成16年８月 静岡支店（賃貸サポート事業）開設 

  

平成16年10月 広島支店（賃貸サポート事業）開設 

  

平成16年12月 東京証券取引所マザーズに株式を上場 

  

平成17年２月 リプラス・リート・マネジメント株式会社を設立（現・連結子会社） 

  

平成17年２月 松山支店（賃貸サポート事業）開設 

  

平成17年２月 岡山支店（賃貸サポート事業）開設 

  

平成17年４月 リプラス・インベストメンツ株式会社を設立（現・連結子会社） 

  

平成17年５月 本社を東京都千代田区霞が関三丁目２番５号霞が関ビルディングに移転 

  

平成17年７月 リプラス・リート・マネジメント株式会社の第三者割当増資を引受け 

  

平成17年10月 リプラス・レジデンシャル投資法人を設立 

  

平成17年11月 リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス・ファンドを設定 

  

平成17年12月 増資（資本金2,848,328千円） 

  

平成17年12月 リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社を設立 

  

平成17年12月 増資（資本金3,265,361千円） 

  



３【事業の内容】 

  当社の企業集団は、当社及び連結子会社２社、非連結子会社１社から構成されており、不動産ファンドのアセット

マネジメント事業（以下、「ホフ事業」という。）と賃貸住宅の滞納家賃保証システム事業（以下、「賃貸サポート

事業」という。）を行っております。 

不動産(real estate)に関わる各種の金融サービスを提供することで不動産を再生し(renew)、その価値を向上

（plus）していくことを事業のミッションとしております。 

 賃貸サポート事業は、小口の現金を「日銭」として受け取るストック型の事業であり、安定的な収益基盤となって

おります。ホフ事業は大掛かりなディールを実行支援していくことに対する報酬を受け取る事業であり、収益拡大を

加速させる役割を担っております。このように収益タイプの異なる二つの事業を運営することにより、より安定した

収益構造を実現するべく努力しております。また、双方ともに賃貸住宅に関わる領域を主たる対象としておりますの

で、市場情報・構造に対する理解の高まりに関する補完関係が存在します。 



事業内容は、次のとおりです。 

（１）賃貸サポート事業（賃貸住宅の滞納家賃保証事業） 

賃貸サポート事業では、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証システムの提供及び賃貸住宅管理会社の家賃回収

業務等の業務受託を行っております。 

日本においては、賃貸住宅を借りる際に賃借人側に連帯保証人が求められてきました。この人的保証は慣例として

続いてきたものです。そして、この連帯保証人は仮に家賃を滞納した時に滞納家賃の支払いを賃借人に成り代って行

う主体として存在しました。 

当社では、不動産賃借人の家賃債務に関する連帯保証を、個別に保証契約を締結することにより引受けます。仮に

当該不動産賃借人に家賃の遅延・滞納が起きた場合には、当社が不動産賃貸人への家賃債務の代位弁済を行います。

このことにより、賃貸人は当社が機関保証を付与した賃貸借契約については家賃の完全回収が可能となります。 

類似の事例としては、個人による連帯保証を求めていた住宅ローンが、現在はその殆どが機関保証に移行しており

ます。仮に住宅ローンの支払いの遅延・滞納が起きた場合には、機関保証を付与した保証会社より住宅ローンの貸元

への代位弁済が行われます。住宅ローンの貸元としては、個人の連帯保証よりも機関保証の方が督促の手間もかから

ず、実行可能性も高いこと、また保証料を借主が負担することをあわせ考えると貸元として都合がよいため、住宅ロ

ーンの借主に対して貸付けの条件として機関保証への加入を促進したものであります。 

当社においても、賃貸住宅管理会社が当社の保証の加入を促進するよう賃貸住宅管理会社向けのサービスレベルの

向上に努めております。 

Ａ．事業系統図 

 賃貸サポート事業の事業モデルは、以下のとおりであります。 

① 賃貸住宅への入居希望者が、不動産賃貸人に不動産賃貸申込みをします。その段階で不動産賃貸人より賃

貸管理委託を受けている賃貸住宅管理会社が、当社の滞納家賃保証システムを入居希望者に紹介します。 

賃貸住宅管理会社によっては、当社の滞納家賃保証システムへの加入を入居の条件としている事例もあり

ます。 

② 入居希望者の中で、当社の滞納家賃保証システムへの加入を希望する方を通じて当社に審査申込みが行わ

れます。 

③ 当社において、入居希望者よりの保証引受けが可能か否かの審査を行います。引受けが可能な場合には承

認の旨を住宅管理会社を通じて当該入居希望者へ返答します。引受けが不可能だと判断された場合には、

その旨を返答します。 

承認された入居希望者と当社の間で、保証委託契約を締結し、当社が賃貸借契約における家賃債務に関す

る連帯保証の地位（＊１）を引受けます。その際に、当社は保証引受けの対価として、契約締結時に初回

保証委託料（＊２）を受領します。また、保証委託契約締結と同時に、当社と不動産賃貸人との間でも賃

貸保証契約を締結します。この保証契約の中において、当社の保証の範囲、不動産賃貸人の義務及び当社

の免責事項（＊３）などを定めます。 

④ 当社は、保証の対価として、契約時に初回保証委託料を受領します。更に、保証引受けの契約締結後１ヵ

年が経過する毎に年間保証委託料（＊４）を不動産賃借人より受領します。 



⑤ 保証委託を行った不動産賃借人に家賃支払いの遅延・滞納が発生した場合には、その旨が家賃の入出金を

管理している不動産賃貸人・賃貸住宅管理会社より当社に連絡され、もしくは、当社が家賃の入金管理を

行っている場合は、それを知るとともに、当社は、事前求償権（＊５）に基づき不動産賃借人に対し家賃

支払いを促します。 

不動産賃借人が家賃支払いの正常化を実行した場合には、当社よりその旨を不動産賃貸人・賃貸住宅管理

会社に伝えると同時に、回収した家賃を引渡します。 

⑥ 不動産賃借人が家賃支払いの正常化を果たせなかった場合には、当社よりその旨を不動産賃貸人・賃貸住

宅管理会社に伝えると同時に、当該家賃の代位弁済（＊６）を行います。 

不動産賃借人が、家賃支払いの正常化に困難をきたしている場合には、当社は連帯保証人として不動産賃

借人の相談に乗ります。そのうえで、正常化が難しいと双方が判断した場合には、家屋明け渡しなどを促

す行為に移行することもあります。 

不動産賃借人が、未払家賃を解消せずに退去した場合には、保証委託契約・保証契約において予め設定し

てある残存敷金に対する担保権（＊７）を行使します。また、当社による代位弁済超過額に関しては、不

動産賃借人に対する合理的な督促行為を経たうえで損失として計上します。 

（＊１）連帯保証の地位 

連帯保証の地位を引受けることにより３つの義務が当社に発生します。 

イ．賃料債務 

 不動産賃借人が家賃を支払えなくなったとき、家賃を肩代わりする 

ロ．賃借物保管義務 

 不動産賃借人が保管義務を履行しない場合には、保証人自らが保管をなす義務があり、不動産賃借人の

債務不履行による損害について賠償義務を負う 

ハ．目的物返還義務 

 不動産賃借人に一方的な過失があり、違法行為を働いたとき、家屋を速やかに明け渡さなければならな

い 

（＊２）初回保証委託料 

月額家賃の一定割合（50％）を初回保証委託料として受領します。 

（＊３）不動産賃貸人の義務及び当社の免責事項 

不動産賃貸人の主たる義務は、不動産賃貸人による家賃支払いの遅延・滞納に関する当社への報告及び当社

で必要に応じて実行する集金督促業務への協力となります。保証契約書上に定められた不動産賃貸人の義務

が果たされなかった場合には、当社の代位弁済義務は免責となります。 

（＊４）年間保証委託料 

保証委託契約が存在している期間に関して、契約締結後１年毎に、当社が不動産賃借人から受領します。な

お、期間途中において不動産賃借人が転居した場合には、保証の根拠となる賃貸借契約は終了しております

が、当社に受領済みの保証委託料を返還する義務はありません。 

（＊５）事前求償権 

契約に基づき、将来、債務を支払う義務を負っている場合に認められる権利です。当社は、不動産賃貸人・

賃貸住宅管理会社より、不動産賃借人が家賃の支払いを遅延・滞納している旨の連絡を受けた場合には、こ

の事前求償権をもとに、家賃支払いに関する督促を不動産賃借人に対して行います。 

（＊６）代位弁済 

連帯保証人として、主たる契約者に成り代って債務を支払うことを代位弁済と言います。当社は、不動産賃

借人が家賃支払いの正常化に応じなかった場合には、不動産賃貸人に対して家賃債務を支払います。 

（＊７）残存敷金に対する担保権 

保証委託契約及び保証契約において、敷金に関して当社に対する譲渡担保権を設定いたします。これによ

り、代位弁済を行った後でも、敷金清算時には当社が残存敷金を受け取る権利が発生します。 

Ｂ．事業拡大の背景 

 当社の提供する賃貸住宅の滞納家賃保証は、被保証者である賃貸住宅入居者へのサービスのみならず、多数

の物件を管理する賃貸住宅の管理会社に対するサービス提供の側面を持っております。実際には当社が入居者

に直接営業するのではなく賃貸住宅管理会社が入居者に対して当社の保証を紹介することにより契約者の拡大

が促進されております。 

 また、事業拡大を促進する具体的な環境要因として、以下のような背景が考えられます。 



ａ．敷金制度 

賃貸住宅に入居する際には、敷金を不動産賃借人側が不動産賃貸人側に差し入れるという形態が慣習的に

行われています。この敷金の一般的な役割として、 

     イ．原状回復費用の事前確保 

     ロ．家賃滞納時の保全 

の２つが存在しますが、当社が機関保証を引受けることにより、家賃滞納時の保全の必要性がなくな

り、不動産賃貸人としては従来と同じ水準の敷金を必要としなくなります。 

したがって、当社の滞納家賃保証を利用することにより、賃貸住宅に入居を希望する人が準備しなけれ

ばならない入居時の一時金（前家賃、礼金、敷金、仲介料、保険金など）を減額することにより、入居

促進を図っている事例も見られます。 

ｂ．業務アウトソーシング 

不動産賃貸人及び賃貸住宅管理会社にとって不動産賃借人による当社との保証委託契約締結は当社が滞納

家賃を立替・回収することから、滞納家賃の解消に繋がるのみならず、審査や入金管理、集金督促業務の

実質的なアウトソーシングにも繋がります。 

当社においては、こういった小口の契約を大量に扱う業務に関する各種のシステム構築・業務改善に注力

しております。その結果、不動産賃貸人あるいは賃貸住宅管理会社が不動産賃借人に当社への保証委託契

約の申込みを強く促し、家財保険と同様に、入居の際の条件とする事例が見られます。 

同じ賃貸管理の業界と言えども賃貸管理の手法・業務処理の思想・実際のプロセス自体は、各管理会社固

有のものであり、様々な組み合わせが存在します。したがって当社としては、商品枠組みを拡大すること

により、各管理会社のニーズに柔軟に対応していく方針であります。 

また、アウトソーシングをスムーズに引受け、保証引受件数を増大すべく、各社固有の業務プロセスとの

すりあわせを行っていっております。 

当社は、このように賃貸住宅管理会社へ審査、入金管理、集金代行、集金督促の家賃回収に関わる一連の

業務を提供し、業務取組みの浸透を深めることで、入居者への滞納家賃保証システムの利用を促します。

管理会社は情報システムの変更や家賃回収に関わる一連の業務を当社にアウトソーシングすることで、業

務の効率化が図れ、多くの管理会社が存在する業界の中で、当社は必要な部品となっていきます。このよ

うに管理会社が当社との提携を深めていくことで、当社の滞納家賃保証システムの対象市場を拡大してい

くとともに、家賃回収インフラになることを目指します。 

ｃ．社会的側面 

高齢者や身体障害者、母子家庭の方々が賃貸住宅への入居を申し込む際には、不動産賃貸人側よりの連帯

保証人に対する要求水準が高くなることが多く、結果として賃貸借契約が成立しにくい状況が見受けられ

ました。地方自治体を中心に、こういった状況を改善すべく、様々な入居支援策が立案・実行されていま

す。 

そういった中で、当社の滞納家賃に関する機関保証を、入居促進策の一部として採用する地方自治体が増

えつつあります。平成17年12月末現在では、 

といった事業・制度に当社の保証が採用されております。また、それ以外に在日外国人情報センター及び

かながわ外国人すまいサポートセンターへの支援を行っております。 

ｄ．適切な保証料率 

機関保証を引き受ける以上、未回収金の発生は避けることが出来ません。この未回収金を十分にカバーで

き、当社にとって適切な利潤を確保出来る保証料率の設定が事業遂行上不可避です。その一方で、提示さ

れた保証料率が賃貸住宅への入居希望者にとって過剰な負担感を持たずにすむ、ということが規模の拡大

には求められます。当社においては、過去の家賃遅延・滞納履歴及び審査履歴並びに賃貸住宅管理会社と

の討議をもとに、事業遂行上適切だと思われる保証料率の設定を行っております。 

イ．東京都大田区 高齢者等住宅確保支援事業 

ロ．東京都豊島区 高齢者世帯等入居支援事業  

ハ．東京都杉並区  高齢者入居支援制度（家賃等債務保証）  

ニ．東京都練馬区 高齢者世帯等居住支援制度 

 ホ．東京都千代田区 高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業 

ヘ．東京都新宿区 高齢者入居支援事業 

ト．東京都渋谷区 高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業 

チ．東京都稲城市 障害者居住支援事業 



 当社としては、保証引受件数を増大すべく、政令指定都市を中心に、一部地方中核都市もカバーする体制を

整えております。当社が付与する機関保証は、賃貸住宅の市場一般に浸透していく可能性があると考えてお

り、現在の支店網に加え、更に地方中核都市をカバーしていく支店網を築いていくとともに、督促の効率化を

図るための拠点としてサテライトオフィスを設置していく方針であります。 

（２）ホフ事業（不動産ファンドのアセットマネジメント事業） 

ホフ事業では、機関投資家を主たる顧客とし、不動産資産を通じての資金運用・投資収益の確保を支援する事業を

行っております。自己資本をその主たる資金として不動産の売買を実行するのではなく、機関投資家等の資金運用を

支援することにより運用手数料・成功報酬を受け取るビジネスモデルです。 

すなわち、不動産のブローカレッジ業務（＊１）、不動産や不動産担保付債権などへの投資戦略の立案・投資アド

バイス、ノンリコースローンなどのファイナンスアレンジ、投資対象不動産の付加価値向上へ向けたプランニング、

コンストラクションマネジメント（建築マネジメント）、投資案件の運営・管理によるアセットマネジメント業務な

ど一連の投資プロセスに対する総合的で包括的な投資サービスの提供を行っております。 

投資家の資金を不動産に投資し、運用支援する事業を行う不動産金融事業のプレイヤーとしての当社の特徴は、投

資対象を賃貸住宅にフォーカスし、①セグメント別投資、②全国分散投資、③物件取得手法という３点にあり、ミド

ルリターンで安定した運用を行っております。 

Ａ．事業系統図 

 ホフ事業の主な事業モデルは、以下のとおりであります。 

①当社は、事前に開示した当社の投資基準をもとに提携デヴェロッパーが建てた不動産、もしくは不動産会社及

び金融機関などが保有する不動産を調査するデューデリジェンス（＊２）を実行します。 

  ②当社は債権関係の把握、立地分析、建物の構造把握などを通じて、投資家の求める収益性を獲得していくと想

定される投資スキームを構築し、機関投資家等に提案します。 

  ③機関投資家等は、SPC（＊３）などを通じて対象不動産資産を取得します。この際に、当社はノンリコースロ

ーン（＊４）などのファイナンスアレンジ業務も実行します。 

  ④当社は、アセットマネジメント契約に基づいて、投資案件の発掘・買付の対価としてアクイジションフィー

（＊５）を受け取ります。 

  ⑤当社は、再生・開発型の投資の場合は、対象不動産資産の再生へ向けて、各種のプランニング、ゼネコンなど

の業者への発注業務、コンストラクションマネジメント、マーケティングやリーシング（賃貸斡旋）指示業務

を実行し、アセットマネジメント契約に基づいて、対象不動産資産の再生を行う業務の対価として、プロジェ

クトマネジメントフィー（＊６）を受け取ります。 



⑥対象不動産資産の取得後、当社は対象不動産資産の管理・顧客投資家への運用実績の報告業務を行い、アセッ

トマネジメント契約に基づいて、管理・報告業務の対価としてアセットマネジメントフィー（＊７）を受け取

ります。 

  ⑦一定期間の運用後、当社は対象不動産資産の売却業務を行います。 

当社は、アセットマネジメント契約に基づいて、売却業務の対価として、ディスポジションフィー(＊８）を

受け取ります。 

⑧SPCは、機関投資家等に対し、投資期間中の運用益の分配を行います。 

⑨当社は、アセットマネジメント契約に基づいて、運用実績に基づいてインセンティブフィー（＊９）を受け取

ります。 

（＊１）不動産のブローカレッジ業務 

不動産の仲介業務のこと。不動産の取得や売却の支援を行う。 

（＊２）デューデリジェンス 

資産の適正評価手続き。不動産や債権、プロジェクトや企業が持つ収益性やリスクなどを複数の観点から詳

細、公平に調査してその価値を算定する業務。 

（＊３）SPC 

特定目的会社のこと。不動産資産の所有のみを目的とする法人。当社顧客は、出資、匿名組合契約など様々

な形態を通じて、SPCに対し資金を供給し、SPCが対象不動産資産に関する権利を取得する。 

（＊４）ノンリコースローン 

責任財産限定型融資のこと。通常の融資は企業自体に貸し付けるため、担保を処分して残存額に満たない場

合でも、債務は依然残り、引続き返済が求められる。ノンリコースローンは特定の事業または担保を対象に

融資し、返済は担保の範囲内に限定される。 

（＊５）アクイジションフィー 

投資案件の発掘・買付業務に関する手数料のこと。初期段階の収益源。 

（＊６）プロジェクトマネジメントフィー 

不動産再生能力に基づく対価。対象不動産資産の再生期間にわたり受け取る報酬。 

（＊７）アセットマネジメントフィー 

対象不動産資産の運用期間中の管理・報告業務に対して支払われる手数料のこと。一般的なアセットマネジ

メント業務に対して支払われる。 

（＊８）ディスポジションフィー 

対象不動産の転売業務に対して支払われる手数料のこと。 

（＊９）インセンティブフィー 

一定の投資利回りを超える投資利益を実現できた場合に、受け取る報酬のこと。その金額は実現された投資

利益に応じて決定される。そのため、顧客投資家により高い投資収益をもたらすことにより、当社もより大

きな収益を獲得することができる。 

Ｂ．セグメント別投資 

  日本における賃貸住宅を、住む人のニーズに応じ、「都心アッパーミドル」、「駅近ワンルーム」、「郊外

ファミリー」の３つのタイプに分類して投資を行います。 

Ｃ．全国分散投資 

  投資対象地域を、より一層の安定化を目指して、東京への集中度合いを引き下げ、東京都心部のみならず全

国地方中核都市に渡って全国分散投資のアレンジを行っております。その際には、賃貸サポート事業を通じた

リレーションを活用しております。 

  具体的には、日本における賃貸住宅の分布状況に合わせ、全国分散投資を行うことにより、ミドルリターン

で安定した運用を行っております。 

Ｄ．物件取得手法 

 セグメント毎に物件の取得手法を変えることで、安定的な物件取得を行うとともに、安定した配当を行える

ことを目指しております。 

ａ．再生・開発型投資 

 東京都心は、物件取得が難しくなってきており、不動産の再生・開発による付加価値向上を投資収益確保の

手法とする再生・開発型投資を行うことで配当の確保と物件取得を行います。 

 当社は、割安に仕入れた都心部低稼働オフィスビルなどの問題物件を独自の企画・設計監理手法により、高

稼働賃貸住宅へと再生するサービスを提供しております。 

 具体的には機関投資家等のアセットマネージャーとして、物件仕入れから運用に至るまで総合的な支援を行

うことにより高利回りかつ特徴を持った投資支援サービスの提供を行っております。 

 その結果、 

 ・不動産の割安な仕入れ 

 ・再生プロセスでの建設コスト・工事期間の圧縮 



 ・再生後のマーケティング・リーシング支援 

 といった特徴があります。 

 更に当社では、競争上の核となる物件仕入れから空間プランニングまですべてをアウトソーシングすること

なく、社内で実行しております。 

 また、当社としてはAUM（管理下資産）の積み上げ、投資対象の拡大により資金運用の安定性を確保して、顧

客たる機関投資家の信頼を増大すべく努力しております。加えて、賃貸住宅に限定されない不動産再生を実行

していくために、各種商業施設を運営する企業との提携を積極的に行い、サービスオフィスなど不動産再生パ

ターンの拡充を図っております。 

ｂ．地方デヴェロッパーとの提携 

 東京都心を除く地域においては、賃貸サポート事業で培った各地域におけるデヴェロッパーとのリレーショ

ンを活かし、あらかじめ当社の投資基準を開示することで、各地域のデヴェロッパーに当社の投資基準に見合

った土地の取得、物件の建設を行っていただき、完成した物件を取得するという手法を用います。この手法に

より、物件取得がスムーズに行くだけでなく、コストを抑えることもでき、安定したポートフォリオを構築す

ることができます。 

 上記に加え、当企業集団では３つのフェーズでの運用を行っております。 

Ｅ．３つの異なる運用フェーズ 

ａ．再生・開発型 

 東京都心部では、再生・開発中の物件を投資対象とするため建築のリスクを伴います。主にプロジェクトマ

ネジメントフィー、インセンティブフィーを受け取ります。 

ｂ．ウェアハウジングファンド 

 物件を機動的に獲得し、REIT（不動産投資信託）として投資適格物件へと生まれ変わらせるため、修繕や客

付けを行う、いわゆる倉庫のような役割をするファンドになります。主にアクイジションフィー、アセットマ

ネジメントフィー、ディスポジションフィーを受け取ります。 

ｃ．REIT（不動産投資信託） 

  当社のこれまでの実績を更に拡大させていく事業としてのREITというフェーズでの運用を行っております。

主にアクイジションフィー、アセットマネジメントフィーを受け取ります。 



４【関係会社の状況】 

（1）連結子会社 

５【従業員の状況】 

（1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当企業集団内から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団内へ

の出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及び

アルバイトを含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

（2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んで

おります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）

は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、昇給及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員数が当期中において、236名増加しましたのは、主に業容拡大に伴う中途採用によるものでありま

す。 

（3）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割
合 

（％） 
関係内容 

リプラス・リート・マ

ネジメント株式会社  

東京都千代田

区 
300,000 

REIT運営を目的と

した資産運用会社 
71.0 

・当社の取締役２名

及び従業員３名が

役員を兼務してお

ります。 

・当社より資金を貸

付けております。

リプラス・インベスト

メンツ株式会社  

東京都千代田

区 
10,000 

不動産の管理業 

不動産仲介業 
100.0 

・当社の取締役２名

及び従業員２名が

役員を兼務してお

ります。 

・当社より資金を貸

付けております。

  平成17年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

 賃貸サポート事業 242 (9) 

 ホフ事業 101 (10) 

 全社（共通） 37 (4) 

合計 380 (23) 

  平成17年12月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

366   (22) 35.4 0.9 5,526 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（1）業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の拡大を背景とする輸出の増加や企業業績回復を背景とした

堅調な設備投資、雇用・所得環境の改善を背景とした底堅い個人消費がかみ合い、平成16年後半から続いていた景

気の「踊り場」的状況を抜け出し、景気は穏やかながらも回復基調を辿りました。高止まる原油価格やこれまで景

気浮揚の牽引となったアメリカ経済の減速のほか、金融の量的緩和の解除が議論されるなどの懸念材料があるとは

いえ、景気拡大基調は継続していくものと考えられます。 

 当社の所属する不動産業界におきましては、平成17年の公示地価が全国平均で14年連続マイナスとなったもの

の、不動産投資の拡大などにより、長らく続いてきた地価下落に歯止めがかかり、特に都心部においては反転の様

相を呈しました。長期金利の上昇や不動産価格の高騰、11月中旬に発覚した耐震強度偽装事件の余波などの懸念材

料はあるものの、当社にとって追い風の状況が続いていくものと考えられます。 

 このような事業環境の中、当社が営む不動産資産に関わる各種の金融サービスを提供する事業、具体的には、

不動産ファンドのアセットマネジメント事業を営む「ホフ事業」、及び賃貸住宅に関わる滞納家賃保証システムの

提供を営む「賃貸サポート事業」において、収益の拡大と利益の確保に努めてまいりました。 

 ホフ事業は、専門性を持つチーム、差別化された投資戦略が規模拡大と収益性をもたらすモデルであり、資金

運用の信頼機関としてのリーディングポジションを確立することを目標としており、賃貸サポート事業は、規模が

拡大するほど収益率が向上する収益逓増の法則が働くモデルであり、家賃回収インフラとなることを目標としてお

ります。双方ともに賃貸住宅に関わる領域を主たる対象としており、市場情報・構造に対する理解の高まりに関す

る補完関係が存在し、両事業間でシナジー効果が発揮されております。 

（ホフ事業） 

 ホフ事業は、不動産ファンドのアセットマネジメント、すなわち、自己資本をその主たる資金として不動産の

売買を実行するのではなく、投資家の資金運用を支援することにより運用手数料・成功報酬などを受け取る事業で

あります。したがって、リプラスという成長途上の企業のバランスシートに実質的な制約を受けずに、規模拡大を

図ることができます。 

  不動産金融事業のプレイヤーとしての当社の特徴は、１）安定的かつ継続的な収益の拡大を目指しており、賃

貸住宅を主たる対象とし、投資物件の転売によるキャピタル・ゲインよりも中期的な安定配当をもたらす家賃収入

に着目するという投資スタンスを取っていること、２）収益物件のみならず不動産の再生・付加価値向上を投資収

益確保の手法に組み込んでいることにより、崩れにくい収益基盤を確保しやすいこと、の２つがあります。 

当連結会計年度における具体的な取り組みは以下のとおりであります。 

１）賃貸住宅のポートフォリオ構築 

  従来の他社に見られる収益物件の組み込み分野においては、優良物件の取得競争が激しくなっております

が、賃貸サポート事業における提携先はじめ新たな物件取得ルートを確保できたことなどから、また再生・開発

型の投資においては、物件の事前デューデリジェンス・建築確認申請ノウハウなどにおいて特殊な知見が必要と

されるため、他社と競合しない物件獲得が実行できております。具体的には投資対象資産を賃貸住宅に特化し、

更にそれをユーザーニーズから主に３つの市場―①都心アッパーミドル、②駅近ワンルーム、③郊外ファミリー

―に分類し、これらにより資産の分散と地域分散というポートフォリオの構築が進んでおります。 

２）持ち続ける資産 

 当社のAUM（管理下資産）に入った資産のうち、今までに転売を実行した資産は、数パーセントに留まってお

ります。また、複数の国内年金基金をはじめとする中長期保有を通じて家賃収入に基づく配当確保を目的とする

機関投資家を獲得しております。 

３）REIT（不動産投資信託）事業の立ち上げ 

 当社は、継続的に拡大し続ける事業を志向しております。したがって、REITという器を事業枠組みの中に保

有することで、AUMの途切れない増大を行う形への移行を目指しております。平成17年２月に設立した、連結子

会社であるリプラス・リート・マネジメント株式会社は、同年７月に国土交通省から取引一任代理等認可（国土

交通大臣認可第40号）を、同年10月に金融庁から「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託

業者の認可（内閣総理大臣認可第53号）を取得しました。また、同年11月に投資法人としての登録を完了したリ

プラス・レジデンシャル投資法人から、その資産運用に関する業務委託を受けております。リプラス・レジデン

シャル投資法人は、平成17年12月より私募運用を開始しております。 



４）ウェアハウジングファンドの設置 

 REITに物件を組み込んでいくためには、その前段階として機動的に物件を取得し、大規模修繕や稼働率改善

などの必要な調整を施した上で、送り出すウェアハウジング＝倉庫のような役割をした器が必要になります。平

成17年11月に銀行・保険会社・年金基金を中心とする機関投資家の方々からの出資を仰いで、リプラス・レジデ

ンシャル・ウェアハウス・ファンドを設定いたしました。このファンドにおいては、同時に最大で800億円まで

の資産を保有することができ、かつファンドの存続期間において、4,000億円程度の資産の取得・調整を行うこ

とが可能となります。 

５）物件を継続的に取得するパートナーシップネットワークの構築 

 REIT適格物件を継続的に取得していくために、全国規模での様々な地場デヴェロッパーとの提携を推進して

きました。各社に当社側の物件取得基準を開示した上で、当社向けの物件を建築してもらうことにより、物件の

確保を進めるものであり、既に業務提携契約を結んだデヴェロッパーは５社にのぼります。 

６）追加収益の獲得 

 事業の進展の結果生まれてくる事業機会の着実な取り組みも図っていけるステージに達したと考えておりま

す。 

Ａ：リプラス・インベストメンツ株式会社 

  ファンド組み込み物件に関わる各種の保険代理店業務を行います。そして代理店手数料の着実な取り込みを

行います。また、宅建免許を保有する業者として、REIT適格物件以外の仲介業務を場合によっては機会主義

的に行うこともありうると考えております。 

Ｂ：リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社 

  当社が65％、あすかアセットマネジメントリミテッドグループが35％出資する、中国国内の不動産資産を投

資対象とする資金運用支援事業を行う子会社です。主として、機関投資家向けのサービスを行います。 

  以上より、当連結会計年度末において、AUM総額で650億円余りを新規で獲得し、約920億円に達しました。ま

た、物件取得時のセットアップフィーが新規に獲得されたことに加え、ストック型のアセットマネジメントフィー

の基盤も拡大いたしました。 

（賃貸サポート事業） 

 平成15年４月より開始した賃貸サポート事業では、不動産賃貸借契約に関わる滞納家賃保証システムの提供及

び賃貸住宅管理会社の家賃回収業務などの業務受託を行っており、賃貸住宅管理の業界におけるデコンストラクシ

ョン（特定の業務に特化した業者が登場することによる業界バリューチェーンの再構成）の流れの上に位置づけら

れる事業であります。 

 当社の提供する賃貸住宅の滞納家賃保証システムは、被保証者である賃貸住宅入居者へのサービスのみなら

ず、多数の物件を管理する賃貸住宅の管理会社に対するサービス提供の側面を持っております。実際には当社が入

居者に直接営業するのではなく賃貸住宅管理会社が入居者に対して当社の保証を紹介することにより契約者の拡大

が促進されております。 

 当連結会計年度における具体的な取り組みは以下のとおりであります。 

１）大手賃貸住宅管理会社との提携 

 滞納家賃保証システムを提供する上で、継続的な保証申込が行われる顧客基盤が必要となります。賃貸住宅

の流通において、保証引受件数の増大、優良顧客の獲得、将来の更なる成長性の確保を目指すべく、大手賃貸住

宅管理会社を中心に入居希望者に対するブランド力をもつ様々な企業との提携を推進しました。 

２）大手集金代行会社との提携（家賃入金管理機能の強化） 

 滞納家賃保証事業が、家賃回収インフラへと進化する上で重要なのは、家賃の入金管理サービスを洗練させ

ることにあります。そのために、集金代行業務を提供しているプレイヤーとの提携を推進しました。 

３）大手賃貸住宅管理会社への浸透強化 

 事業への参入障壁を築く上で、大手賃貸住宅管理会社における当社サービスの利用度合いを高めることは有

効であります。したがって、新規の開拓営業よりも、当該保証システムの導入を行った大手賃貸住宅管理会社に

おける、仲介現場店頭での浸透営業に注力しました。 



４）業務処理能力の抜本的な拡充 

  賃貸サポート事業における今後の急速な業務量拡大、商品スキームの高度化に対応するため、業務システム

を全面再構築し、平成17年12月より稼働しました。今後は、業務カバー範囲の拡大、各種機能の導入を順次行う

ことにより、規模の拡大を支えられる体制の構築を目指していきます。 

  これらの結果、賃貸サポート事業は、賃貸住宅管理会社に対して家賃の入金管理代行と遅延対応サービスをシ

ステマティックに提供する事業へと進化し、市場への浸透が進んでおります。  

  以上より、当初計画以上に大手賃貸住宅管理会社との提携が進み、囲い込み対象となる住宅の総数は増え、結果

として、前年に比して、大幅に新規獲得件数が増加しております。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は5,982,919千円、経常利益は1,447,879千円、当期純利益は677,701千円と

なりました。 

 なお、当連結会計年度は連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

（以下「（2）キャッシュ・フロー」及び「２ 生産、受注及び販売の状況」においても同様であります。） 

 当連結会計年度の事業の種類別セグメントの売上高及び構成比は以下のとおりとなっております。 

 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 （2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、金融機関からの借入並びに株式の

発行により獲得した資金の一部を、投資有価証券の取得等の投資活動に使用した結果、2,206,293千円となりまし

た。 

 また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動により使用した資金は526,515千円となりました。 

 これは主として税金等調整前当期純利益が1,391,370千円計上され、未払金が479,380千円、預り金が417,060千

円増加したものの、法人税等の支払額が385,907千円計上され、売上債権が1,020,034千円、立替金が798,952千

円、未収入金が490,723千円、前渡金が333,118千円増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動により使用した資金は5,964,443千円となりました。 

 これは主として投資有価証券の払戻しによる収入が4,490,220千円、長期貸付金の回収が136,000千円あったも

のの、投資有価証券の取得による支出が8,790,377千円、長期貸付けによる支出が1,272,360千円、敷金保証金の差

入れによる支出が244,408千円、有形固定資産の取得による支出が120,330千円、短期貸付金の増加額が100,294千

円あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は8,036,562千円となりました。 

 これは主として株式の発行による収入が5,824,475千円、短期借入金の増加額が2,259,100千円あったことによ

るものであります。 

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 構成比（％） 

ホフ事業 3,280,433 54.8 

賃貸サポート事業 2,702,486 45.2 

合計 5,982,919 100.0 



２【生産、受注及び販売の状況】 

（1）生産実績 

 当企業集団は、ホフ事業及び賃貸サポート事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、

生産実績の記載はしておりません。 

（2）受注状況 

 当企業集団は、受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載はしておりません。 

（3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりで

あります。 

 （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

販売高（千円） 

ホフ事業 3,280,433 

賃貸サポート事業 2,702,486 

合計 5,982,919 

相手先 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

販売高（千円） 割合（％） 

リプラス・レジデンシャル投資法人 825,669 13.8 



３【対処すべき課題】 

 当企業集団におきましては、現在のところ各事業の業績は比較的順調に推移しております。しかし、まだその目

標とするところに対しては、事業のステージとして始まったばかりの段階であるため、事業枠組みの整備、商品開

発の進展を通じて、全体構想を明確にすること、そして加速している成長を支える組織能力の拡充・強化を行うこ

とが求められていると考えております。 

１．事業枠組みの整備、商品開発の進展 

（ホフ事業） 

１）REIT事業の外部成長を補完する仕組みの構築 

 REIT事業にとっての競争力は、その外部成長を行う力に、まずは存在すると考えております。したがって、

その外部成長を支えるための仕組みづくりを強化する必要があると考えております。 

Ａ：物件を継続的に取得するパートナーシップネットワークの構築 

REIT適格物件を継続的に取得していくために、全国規模での様々な地場デヴェロッパーとの提携を進めてき

ましたが、引き続き、この提携網の拡大を推進していきます。 

Ｂ：都心部における再生・開発型プロジェクトの拡大 

地場デヴェロッパーとの提携ではカバーできない東京都心部においては、当社自身がそのプロジェクトマネ

ジメント・コンストラクションマネジメントを行う再生・開発を外部投資家と共同で進めております。この

ことにより、都心部における不動産価格の上昇の影響を受けにくい独自の物件確保を行っていきます。 

（賃貸サポート事業） 

１）賃貸住宅管理会社との業務連携のレベルの向上 

 営業本部内に営業推進室を設置しました。賃貸住宅管理会社との家賃に関する各種の業務プロセスのマッチ

ングレベルの向上に専念することにより、家賃回収インフラとしての各賃貸住宅管理会社固有のプロセスとの

親和性向上を目指し、浸透率の向上を目指していきます。 

２）原状回復保証の取り込み 

 敷金制度を完全に撤廃するには、原状回復保証を取り込むことが不可欠だと考えております。そのために、

原状回復保証の試行的な導入・商品設計を推進していきます。 

３）エリア展開 

 これまで政令指定都市を中心に戦略的に有益と認められる地域、あるいは当社の滞納家賃保証システムがそ

の地域の賃貸契約の商習慣上、有益と認められる地域、大手賃貸住宅管理会社との事業提携を進めるために前

提となる地域に出店してまいりました。引き続き、囲い込み戸数を増やし、当事業の競争優位性を高めるため

に支店を開設していく方針であります。 

２．組織能力の拡充・強化  

（ホフ事業） 

１）アクイジション 

 現在、当社に持ち込まれる不動産物件情報の数は、飛躍的に増大し始めております。一方、各エリアにおい

て濃淡の差はあれ、不動産価格の上昇が観察されます。また、当社向けに物件を建築するパートナーも増大し

始めました。こういった環境の中、より安定して計画的に物件のファンド組み込みを行うためのデューデリジ

ェンス能力の更なる強化を行っていく方針であります。 

２）企画・コンストラクションマネジメント 

 遂行するプロジェクトの数が増え、また、取材申し込みなども増え始めました。このような活動領域の拡大

に伴い、社内の各プロデューサーが効率的に動ける勤務環境整備やアシスタントの採用を増強していく方針で

あります。 

３）ストラクチャードファイナンス 

 顧客たる機関投資家が増大し始めたのに伴い、レポーティングをはじめとする機関投資家に対する各種サー

ビスの拡充が必須となっております。また、ノンリコースローン調達額も増大し続けるのみならず、その手法

も広がり始めております。このような各種のストラクチャードファイナンスを実行していくためには、特にデ

ットファイナンスの枠組みを進化させると同時に、毎月の決済を担っていくラインの増加が求められていま

す。業務効率化と採用の両建てで処理能力の増強を図っていく方針であります。 

４）アセットマネジメント 

 AUMの増大は、そのキャッシュ・フローを管理する対象たる不動産資産の拡大を意味します。当社内部におけ

るアセットマネージャーの増員が順調に進んでいる中で、各PM（物件管理）会社とのネットワークをより強固

なものにしていく方針であります。 



（賃貸サポート事業） 

１）営業 

 様々な賃貸住宅管理会社内部における入金処理プロセスに対する知見を深め、提案営業の質を高めていくこ

とが必須です。そのために、ターゲットタイプ別の営業チームを組成すると同時に、各営業エリアをまたがる

ナレッジの共有を更に強化していき、また、エリア間における人員の交流のレベルも引き上げていく方針であ

ります。 

２）申し込み受付 

 一日当たりの審査申し込みが増大し続けております。この申し込みを安定的に処理すべく、人員の増大を図

ると同時に、FAX処理から入力といった一連の流れを自働化していく方針であります。 

３）業務処理 

 契約件数が増大し続けるのに伴い、業務処理が複雑さを増してきました。基幹システムの刷新と同時に行わ

れた部門改革を継続的に行い効率化を図っていく方針であります。 

４）顧客管理 

 対象エリアが増大し続けております。家賃遅延対応のシステム化を確立するためには、エリアに関わらず安

定した質の遅延対応を行う必要性があります。新規の採用を継続して行うと同時に、各エリアにおける判断・

遂行能力を高めていくためのマネージャー層の大幅な拡充を図っていく方針であります。 

５）外部露出 

 賃貸住宅管理業界における存在感が生まれ始めております。当社のプレゼンスに統一感をもたせるために、

各種のPRや資料などの質・方向性を揃えていくと同時にプロモーション手法の多様化に取り組む方針でありま

す。 

（経営管理本部） 

 各事業の遂行能力を高めていくために、全社の経営状況の把握能力も拡充・強化する必要があると考えておりま

す。具体的には、人事・経理・総務面はもちろんのこと、財務・経営企画といった側面に関しての加速度的な強化

を図っていく方針であります。 

３．組織文化の構築 

 業容の急拡大に伴い、新規採用のペースが加速しております。歴史の浅い会社のため、どのようなDNA、組織文

化、価値観を構築していくのかという内部コンセンサスが成長を維持するためには不可欠です。社内における議論

を深め、当社の文化を体現するマネージャー層の確立を通じて、組織文化の構築を行っていく方針であります。そ

のために、四半期毎の社員個別の人事評価、中期的なキャリアプランの設定、内部研修制度の拡充といった点に注

力しております。また、事業を通じて何を目指すのかに関する認識の共有の徹底を図っております。同時に、顧客

に対しての誠実性・信頼感の向上を常に各現場において意識し続ける文化の構築を目指します。 

（ホフ事業） 

 顧客たる機関投資家に対してのサービスレベル・信頼の向上を目指して、レポーティング・各種問い合わせな

どの対応、リスクの開示の徹底などに関するレベルの向上を目指します。 

（賃貸サポート事業） 

 賃借人・賃貸人の双方から見てより信頼のおける体制の構築を目指して、更なる信用補完体制の充実、内部の

法令遵守体制の確立を行うと同時に、その内実について積極的に賃借人・賃貸人とコミュニケーションを図って

行くことが必要だと考えております。 



４【事業等のリスク】 

 当企業集団の事業展開上のリスクについて投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる主な事項には以下の

ようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あるいは

当社の事業活動を理解するうえで重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観

点から記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合

の対応に努める所存でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容もあわ

せて、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関連

するリスクを全て網羅するものではありませんので、ご留意下さい。なお、文中における将来に関する事項は、当

連結会計年度末において当社が判断したものであります。 

<当社の事業を取り巻く経営環境について（ホフ事業）> 

（1）不動産市況の動向 

 不動産市況の動向は当社のビジネスに重要な影響を与えます。不良債権処理や減損会計実施に伴う資産処分

のトレンドは拡大傾向にあり、また特に東京をはじめとする都心部においては、不動産による賃料収入は比較

的堅調な推移を見せています。これにより当社のホフ事業にとっては、良好な外部環境が整っています。しか

し、金利動向や経済状況によっては、不動産市況が低迷することも考えられ、その場合には、当社の事業遂行

に大きな影響を与える可能性があります。 

（2）ホフ事業としての特性 

 当企業集団では、不動産資産の再生を通じた投資資金の運用支援を行っております。当社は、機関投資家等

のアセットマネージャーとして運用資産残高に応じてアセットマネジメントフィーを受け取るほか、年間運用

利益に応じてインセンティブフィーを受け取っております。不動産ファンドは出資金の元本や収益を投資家に

保証するものではなく、あくまでも自己責任原則が前提となっております。また、種々の案件については綿密

な精査を行い、収益性を勘案して取引を行っております。しかしながら、不動産市況の低迷や、競争環境の激

化によりファンド運用成績が低迷した場合、当社が保証責任等を負うものではありませんが、当社のアセット

マネジメント業務に対する評価が下がるリスクがあり、その結果、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

（3）競合について 

 従来型の資産運用手法の限界に直面した機関投資家のオルタナティブ投資、なかでも不動産関連商品への関

心が強く、この分野へのビジネスチャンスは拡大していくものと想定されます。その結果、既存・新規のファ

ンドマネージャーによる不動産取得意欲が、その強さを増してきております。従来型の大手不動産会社は既に

不動産流動化による資金運用の機会を機関投資家に提供しはじめております。こういった大手不動産会社は、

建築に対する知見、ユーザーニーズに対する理解を持つため、不動産の再生事業を早いペースで行うことが想

定されます。一方、不動産金融の技術があまり蓄積されていないと考えられ、旧財閥系の中での証券会社・信

託銀行に頼っている点が多い様子が見受けられます。結果として機関投資家から見て、コスト高になっている

という指摘もあります。従来型の資金運用支援事業を行っている会社においては、特に新興の不動産ファンド

運用会社をはじめとする従来型の不動産金融スキルを持つ会社が不動産資産の再生にも進出することが想定さ

れます。 

 こういった競争環境の下で、将来的に案件の獲得競争や価格競争の激化を通じて当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 そのようなリスクに対しては、当社の一貫したサービスや組織的・機能的な運営、パートナーとのアライア

ンス、更に機関投資家との広範かつ親密なネットワークを活用するとともに、手掛ける市場や案件の選択と集

中によって競争力の維持・向上を図っておりますが、競合他社との差別化による優位性が十分に確立できてい

ない結果となる場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（4）ノンリコース融資の例外となる補償について 

 当企業集団が投資家のために投資資産を取得するにあたり、通常、当社は投資家のためSPC（特定目的会

社）を利用して資産を取得します。その場合、投資家はSPCに対し自己資金の出資を行うとともに、同SPCが金

融機関からのノンリコース条件（貸し手が出資者に対し求償権を持たず、投資対象資産からのキャッシュ・フ

ローのみを元利返済の原資とする条件）のローンにより資金調達を行います。このような資金調達において、

資金の貸し手は、通常前記のノンリコース条件に対する例外として、借り手及び借り手側の関係者（アセット

マネージャーとしての当社も含む）の詐欺行為や故意・重過失による不法行為または環境汚染等を理由として

貸し手に発生した損害等を補填する補償を当社に要求します。当社の責任は、SPCのローン債務の履行を一般

的に保証するいわゆる保証履行義務ではなく、当企業集団の故意・重過失、詐欺行為など例外的事由が現実に



発した場合にのみ問題になるものですが、その限りにおいて当社はリスクを負担しており、その結果、当企業

集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。ただし、当社設立以来当企業集団にこのようなリスクが現実化

したことはありません。 

（5）ホフ事業における新規分野への進出について 

 当企業集団のホフ事業におきましては、これまで投資対象を賃貸住宅にほぼ特化して不動産ファンドのアセ

ットマネジメント事業を展開しておりましたが、今後ロードサイド型商業施設や中華人民共和国の北京及び上

海の不動産開発を投資対象とした資金運用支援事業を計画しており、これらの事業が計画どおりに進捗しない

場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 特に中華人民共和国を対象とする分野においては、以下に掲げるリスク要因が内在しており、これらのリス

ク要因が顕在化した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 ①事業活動に不利な政治的要因の発生 

 ②予想できない許認可、通商制限、為替管制、税制等の公的規制の変更 

 ③固有の商習慣等による制限 

 ④不動産市況、為替等の変動 

 ⑤暴動、伝染病、ストライキその他の要因による社会的混乱 

 ⑥不動産開発に伴う物件の欠陥・瑕疵 

<当社の事業を取り巻く経営環境について（賃貸サポート事業）> 

（1）多額の偶発債務の発生可能性について 

 当社の賃貸住宅に関わる滞納家賃保証業務においては、不動産賃借人の家賃債務に関する連帯保証を賃借人

の委託をもとに引受けます。仮に、当該不動産賃借人に家賃の遅延・滞納が起きた場合には、当社が機関保証

を付与した保証会社として不動産賃貸人への代位弁済を行います。このことにより滞納時の家賃に対して保証

を行います。機関保証を引受ける業務である以上、未回収金の発生を避けることができません。 

 当社はこのビジネス上のリスクに対して過去の未回収金の発生状況を分析することにより適切だと想定され

る保証料率を設定しております。なお、当社が通常不動産賃借人と締結する保証委託契約において、賃料等を

滞納し、その合計金額が賃料の２ヵ月分以上に達したとき等所定の条件に該当した場合には、賃借人は当社に

対し、賃借人に代わって、賃貸借契約を解除したうえで賃貸物件を明け渡す権限を授与するものとして、損害

額の限定を図っております。また、損害額を更に限定させるために実際発生損害額の一部を負担する保険に加

入しております。 

 しかしながら、未回収の発生の割合が経済環境の予想しがたい激変等何らかの理由により上昇することが起

こった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（2）競合について 

 連帯保証という枠組みを維持しながら、滞納家賃保証を一つの業務システムとして提供している競合会社

は、現在のところは見当たりません。 

 しかしながら、連帯保証人代行業を行っている小規模な法人が、経営陣の刷新、組織的アプローチ手法の獲

得及び資本の抜本的増強などにより信用補完を実現した場合には、当社と競合しうる滞納家賃保証事業へと発

展する可能性が存在します。 

 当社としては、組織能力の向上、商品開発の推進などにより、先行者利得を更に拡大するべく努力する所存

でございますが、当社の競合環境の激化などを通じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（3）個人情報保護について 

 賃貸サポート事業においては、多数の個人情報を扱っております。当社としては、個人情報へのアクセス権

限の制約など、内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しておりますが、不測の事態により、

個人情報が流出した場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

<当社の事業体制について> 

（1）特定人物への依存について 

 当社の代表取締役社長である姜裕文は最高経営責任者として当社の経営方針や経営戦略・事業戦略、営業、

資金援助の策定等をはじめ、事業推進上重要な役割を果たしております。特にホフ事業における機関投資家と

の顧客リレーション及び賃貸サポート事業における商品開発に関して非常に大きな役割を担っております。こ

の事実を認識し当社では過度に同氏へ依存しないよう経営体制を整備し、経営リスクの軽減を図ることに努め

るとともに人材育成に努めております。しかし、現時点では同氏に対する依存度は高く同氏が何らかの理由に

より業務を遂行できなくなった場合には、当社の業績及び今後の事業推進に重大な影響を与える可能性があり



ます。 

 なお、平成17年12月末現在、当社の発行済株式総数に占める同氏の議決権の所有割合は、36.6％となってお

ります。 

（2）組織体制について 

 当社は、平成17年12月末現在での従業員数がホフ事業87名、賃貸サポート事業242名、経営管理本部など34

名、内部監査室３名の計366名で構成される組織となっており、内部管理体制も当該組織規模に応じた体制と

なっております。今後、事業拡大に伴い人員増強を図り、内部管理体制もあわせて強化・充実させていく方針

ですが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的対応ができなかった場合は、結果として当企業集団の

事業遂行及び拡大に悪影響を及ぼす可能性があります。 

（3）人材の獲得について 

 当社は、ホフ事業及び賃貸サポート事業を中心に展開しており、これらの事業に関する高度な知識と組織力

に基づく競争力のあるサービスを提供していくためには、優秀な人員確保及びその育成が不可欠となります。

当社ではこの認識のもとに優秀な人材の採用を継続して行っていく方針ですが、当社の求める人材が十分に確

保できない場合等においては、事業推進に影響が出る可能性があります。 

<経営成績の変動について> 

（1）経営成績の季節変動性について 

 賃貸住宅管理・仲介の業界全般において、１月から３月に、年間契約のおよそ４割程度が集中するため、当

社の賃貸サポート事業における連帯保証料収入の収益もこの時期の比重が高くなる傾向にあります。過去の業

績においては、当社が設立後間もなく急成長の過程にあったため、当該季節変動の影響が直接売上の変動とし

て数字上に表れる状況にはありませんでした。なお、今後についても業績の伸長が継続する限りにおいては、

当該状況が継続するものと想定されます。 

（2）売上高及び売上原価の金額が変動する可能性について 

 当企業集団のホフ事業を遂行する際、原則として機関投資家または機関投資家が所有する会社等が不動産を

取得し、当社はアセットマネージャーとしてサービスを提供することにより運用手数料・成功報酬を得ており

ます。しかし、依頼者の意向により、当企業集団自らが一旦不動産の所有権を取得する契約形態をとることが

あります。この場合、不動産仕入・販売取引の発生に伴う売買代金全額を仕入高及び売上高に両建計上するこ

とから、ホフ事業における運用手数料・成功報酬による売上高及びそれに対応する売上原価と比較して多額と

なります。このため、ホフ事業における当該契約の発生により、当企業集団の売上高及び売上原価は大きく変

動する可能性があります。ただし、基本的には当該不動産仕入・販売取引自体は収益獲得を目的としていない

ため、売上総利益に与える影響は殆どありません。 

（3）社歴が浅いことについて 

 当社は平成14年９月に設立された社歴の浅い会社であります。現在まで、収益及び利益について成長を継続

しておりますが、日本における不動産業界を取り巻く環境は流動的であり当社における経営計画の策定には不

確定事象が含まれざるを得ない状況です。また、当社は社歴が浅く財務数値をもって十分に期間比較すること

は困難であり、過年度の財政状態及び経営成績からでは今後の当企業集団の業績を予測するには不十分な面が

あります。 

<訴訟について> 

（1）契約者（不動産賃借人）との間で起こりうる訴訟について 

 賃貸サポート事業においては、保証契約締結時において審査を実施するものの、家賃を滞納し支払困難とな

る契約者が発生いたします。滞納が発生した後２ヵ月以上経過すると契約書の記載に基づき当社は物件の明け

渡しを行う権限を有しますが、支払困難となった滞納者の中には独自の解釈により居直り等を行い当社と主張

が対立する場合があります。これらの解決のために当社が訴訟その他の請求を提起した場合、訴訟等の内容及

び結果によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、平成17年12月末時点において、係争中のものが15件あり、訴訟金額は15,284千円です。 

（2）不動産賃貸人との間で起こりうる訴訟について  

 賃貸サポート事業において、当社が保証を受託した原契約である賃貸借契約の対象不動産の使用等をめぐっ

て、賃貸人が賃借人に対し訴訟を提起することがあります。この場合、連帯保証人である当社も賃借人と同列

の立場において被告となる可能性があります。当該訴訟の内容及び結果によっては、当企業集団の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 



 なお、平成17年12月末時点において、係争中のものはありません。  

<法的規制について> 

（1）不動産業界における法的規制について 

 当企業集団の属する不動産業界は、「国土利用計画法」「宅地建物取引業法」「建築基準法」「都市計画

法」「建設業法」「建築士法」「借地借家法」等により、法的規制を受けております。当企業集団は、要免許

業者ではなく、直接の規制は受けておりませんが、業界全般を取り巻く環境の中で影響を受ける面は事業遂行

上、発生しうる可能性があります。 

 今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられる場合には、当企業集団の事業が影

響を受ける可能性があります。 

（2）匿名組合出資に関する法的規制について 

 平成16年6月2日に「証券取引法等の一部を改正する法律（平成16年法律第97号）」が成立しております。こ

れにより平成16年12月1日から、匿名組合出資がみなし有価証券として取り扱われることになっております。 

 この改正により、当社が組成運用する不動産投資ファンドの投資スキームによっては、当社の事業の一部に

ついて証券取引法上の規制が加えられ、同法の要求する投資家保護のための手続きや情報開示が求められる可

能性があり、その結果、当社の事業が影響を受ける可能性があります。 

（3）不動産投資ファンドに関する法的規制について 

 複数の投資家による不動産への共同投資により得られた事業収益を投資家に分配する事業を行う場合には、

不動産特定共同事業法に基づく内閣総理大臣及び国土交通大臣の許可を受ける必要があります。当企業集団が

組成運用する不動産投資ファンドは実物不動産への投資ではなく、不動産信託受益権への投資を行うスキーム

を活用しているため、現状では監督庁からの許可を受ける必要はありません。しかしながら、今後の法律・規

制の改正により、当該スキームにおいても許認可申請が必要とされる状況となった場合には、投資スキームや

投資内容に関する情報開示が求められる可能性があります。その結果、当企業集団の事業が影響を受ける可能

性があります。 

<ストックオプションの付与及び株式の希薄化について> 

 当社は、取締役、監査役、従業員及び社外の協力者の事業に対する貢献意欲及び経営への参画意識を高めるた

め、新株予約権を利用したストックオプション制度を採用しております。当該新株予約権は商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づいて平成15年７月31日、平成15年12月８日、平成16年６月30日及び平成16年11月１日開

催の臨時株主総会において決議されたものであります。 

 このストックオプションが行使されれば、当社の株式の価値は希薄化します。また、短期的に需給バランスが崩

れ、株価形成に影響を及ぼす可能性もあります。なお、平成17年12月19日以降、ストックオプションの行使が開始

されております。 

<配当政策について> 

 当社は利益配分につきましては、経営の最重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必

要な内部留保資金を確保しつつ、各期の経営成績を考慮に入れて配当を行うことを基本方針としております。 

 これからしばらくの期間については、既存事業領域は当然のこと、更にその周辺領域においても魅力的な事業機

会が存在する、または新たに発見できると考えております。したがいまして、更なる成長へ向け事業投資を行うこ

とを優先していく方針であります。 

５【経営上の重要な契約等】 

<保証機関型信用保険包括契約> 

 当社は、平成15年６月１日付で、富士火災海上保険株式会社との間で、保証機関型信用保険契約（以下、「信用

保険契約」という。）を締結いたしました。なお、一部条項を改訂し、平成16年６月１日に契約更新を行っており

ます。 

 信用保険契約は、当社の滞納家賃保証事業において発生する代位弁済に対して掛けられる保険となります。当社

より、富士火災海上保険株式会社に対して保険掛金を支払います。そのうえで、当社において代位弁済額が回収不

能として確定した段階で、その回収不能額の50％に相当する額が、富士火災海上保険株式会社より当社に対して支

払われます。平成16年６月１日の契約更新により、保険の対象は保証契約締結後１年以内のものに限定するものと

しております。なお、この契約は１年毎の更新が行われることになっており、当社あるいは富士火災海上保険株式

会社のいずれかの申し入れにより解約が可能となっております。 



<スポンサーサポート契約> 

 当社、リプラス・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」という。）及びリプラス・リート・マネジメン

ト株式会社（以下「運用会社」という。）は、当社が本投資法人に対して不動産の情報を提供すること等に関し、

平成17年12月９日、スポンサーサポート契約を締結いたしました。 

 本契約は、①当社が提供する不動産（不動産を裏付け資産とする不動産信託の受益権及び匿名組合出資持分を含

むが、これらに限られない。）に関する情報を、運用会社が最大限利用し、本投資法人の投資方針及び投資基準に

合致する物件を当社から取得することにより、また、②当社による運用会社の人材確保に関する協力を通じ、運用

会社が当社の不動産運営管理のノウハウを承継し発展することにより、本投資法人の継続的かつ安定的な成長を図

ることを目的としております。  

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当企業集団の第４期（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）における財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの分析は、以下のとおりであります。なお、第４期より連結財務諸表を作成しているため、対前年同期

比増減額の記載を行っておりません。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社が

判断したものであります。 

（1）財政状態 

 当連結会計年度におきましては、ホフ事業及び賃貸サポート事業ともに順調に推移し、ホフ事業ではAUM（管理下

資産）が大幅に増加し、賃貸サポート事業は新規獲得件数が大幅に増加しております。この結果、当連結会計年度

における資産合計は、12,112,904千円となっております。 

 流動資産につきましては、5,628,219千円となりました。これは主に、公募による新株式発行及び第三者割当によ

る新株式発行に伴う資金調達などで獲得した現金及び預金、並びに賃貸サポート事業及びホフ事業の拡大に起因す

る立替金、更にホフ事業の収益増加などによる売掛金であります。 

 固定資産につきましては、6,482,057千円となりました。これは主に、不動産投資信託及び匿名組合出資などの投

資有価証券、SPC出資者への貸付け及びSPCへの劣後ローンの貸出しによる長期貸付金、本社移転及び支店新設等に

よる敷金保証金であります。 

 当連結会計年度における負債合計は、4,604,406千円となっております。これは主に、事業規模拡大による収益の

増加に伴う未払法人税等、運転資金としての短期借入金（１年以内返済予定長期借入金を含む）、賃貸サポート事

業における不動産賃借人から振り込まれた家賃預り等による預り金であります。 

 当連結会計年度末における資本合計は7,388,053千円となりました。主な資本の変化といたしましては、公募によ

る新株式発行及び第三者割当による新株式発行に伴う資本金及び資本準備金の増加であります。 

（2）経営成績 

  当連結会計年度における売上高は5,982,919千円、売上総利益は4,543,770千円、販売費及び一般管理費は

2,941,562千円、営業利益は1,602,208千円、経常利益は1,447,879千円及び当期純利益は677,701千円となっており

ます。 

（売上高） 

  ホフ事業では、資金運用受託額が大幅に増加し、期末のAUM（管理下資産）は923億円に達したことから、物件

取得時のセットアップフィーが新規に獲得されたことに加え、ストック型のアセットマネジメントフィーの基盤

も拡大した結果、3,280,433千円の売上高を計上しました。今後は、優良な物件数を増やすとともに、当社に資金

運用を委託する優良な投資家を獲得することにより、収益の拡大を図ってまいります。 

 賃貸サポート事業では、新規営業活動が軌道に乗ったことにより契約件数が大幅に増加し、2,702,486千円の売

上高を計上しました。売上高は拡大傾向にあり、今後もこの状況は継続するものと考えております。更なる売上

拡大のため、不動産管理会社との提携、人員拡充、支店の新設を計画しております。 

（売上原価・売上総利益） 

 当連結会計年度の売上原価は、1,439,149千円となりました。 

 当連結会計年度のホフ事業の売上原価は、913,659千円であります。 

 当連結会計年度の賃貸サポート事業の原価は、525,489千円であります。今後は、契約件数の増加により保険

料・保証履行引当金繰入額の増加が想定されます。 

（販売費及び一般管理費） 

 当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、2,941,562千円となりました。事業規模拡大に伴う大幅な人員増に

より給与手当は1,160,636千円となりました。その他販売費及び一般管理費の主な内訳は、福利厚生費205,828千

円、地代家賃177,725千円、支払手数料152,746千円、役員報酬116,226千円、業務委託費94,821千円及び紹介手数

料76,061千円であります。 

（営業外損益・特別損益） 

 当連結会計年度は、営業外収益13,097千円、営業外費用167,426千円、特別損失56,508千円を計上しました。

営業外収益の主な内訳は受取利息11,599千円、営業外費用の主な内訳は支払手数料82,451千円、新株発行費

43,969千円及び支払利息39,823千円であります。 

この結果、経常利益1,447,879千円、当期純利益677,701千円となっております。 



（3）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における資金は、以下のとおりであります。 

 当連結会計年度においては、金融機関からの借入並びに株式の発行により獲得した資金の一部を、投資有価証券

の取得などの投資活動に使用いたしました。 

  当連結会計年度において営業活動により使用した資金は526,515千円となりました。 

 これは主として税金等調整前当期純利益が1,391,370千円計上され、未払金が479,380千円、預り金が417,060千円

増加したものの、法人税等の支払額が385,907千円計上され、売上債権が1,020,034千円、立替金が798,952千円、未

収入金が490,723千円、前渡金が333,118千円増加したことによるものであります。 

  当連結会計年度において投資活動により使用した資金は5,964,443千円となりました。 

 これは主として投資有価証券の払戻しによる収入が4,490,220千円、長期貸付金の回収が136,000千円あったもの

の、投資有価証券の取得による支出が8,790,377千円、長期貸付けによる支出が1,272,360千円、敷金保証金の差入

れによる支出が244,408千円、有形固定資産の取得による支出が120,330千円、短期貸付金の増加額が100,294千円あ

ったことによるものであります。 

 当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は8,036,562千円となりました。 

 これは主として株式の発行による収入が5,824,475千円、短期借入金の増加額が2,259,100千円あったことによる

ものであります。 

 当連結会計年度は、両事業において前倒しの事業規模の拡大及び組織の構築を行ったため、営業活動によるキャ

ッシュ・フローはマイナスとなりました。今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの獲得に努め、更なる事業

拡大のために、前倒しの人員採用やそれに伴う人材育成・管理体制整備並びにシステム構築・整備のために投資

し、中長期的には営業活動によるキャッシュ・フローの増大を図っていく所存であります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度における設備投資額は総額203,950千円であり、その主なものは、賃貸サポート事業における業務

システムの導入77,546千円、howffice（東京都港区にある当社が運営するシェアオフィス）内装工事52,408千円、人

員増加による本社移転に伴う工事56,749千円であります。 

 なお、本社移転に伴う敷金保証金は172,417千円であります。 

２【主要な設備の状況】 

 平成17年12月31日現在における当企業集団の各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであ

ります。 

（1）提出会社 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んで

おります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）

は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

３．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別セグメン
トの名称 

設備の内容 
帳簿価額（千円） 

従業員数
(人) 

建物 器具備品 合計 

本社 

(東京都千代田区) 

本社機能、ホフ事業及

び賃貸サポート事業 

建物附属設備

及び備品他 
56,029 2,559 58,588 

291 

(20) 

札幌支店 

(札幌市中央区) 
 賃貸サポート事業 － － － － 

10 

(－) 

仙台支店 

(仙台市青葉区) 
 賃貸サポート事業 － － － － 

10 

(－) 

静岡支店 

(静岡市葵区) 
 賃貸サポート事業 － － － － 

6 

(－) 

名古屋支店 

(名古屋市中村区) 
 賃貸サポート事業 

建物附属設備

及び備品他 
2,362 － 2,362 

12 

(2) 

大阪支店 

(大阪市北区) 
 賃貸サポート事業 

建物附属設備

及び備品他 
2,060 － 2,060 

12 

(－) 

岡山支店 

(岡山市) 
 賃貸サポート事業 

建物附属設備

及び備品他 
－ 338 338 

3 

(－) 

広島支店 

(広島市中区) 
 賃貸サポート事業 － 419 － 419 

6 

(－) 

松山支店 

(松山市) 
 賃貸サポート事業 － － － － 

4 

(－) 

北九州支店 

(北九州市小倉北区) 
 賃貸サポート事業 － － － － 

3 

(－) 

福岡支店 

(福岡市博多区) 
 賃貸サポート事業 － － － － 

9 

(－) 

howffice 

 （東京都港区） 
 ホフ事業 

建物附属設備

及び備品他 
46,826 － 46,826 

－ 

(－) 



（2）国内子会社 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は就業人員（当社からの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会社からの

派遣社員及びアルバイトを含んでおります。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

（3）在外子会社 

    該当事項はありません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

（1）重要な設備の新設 

  平成17年12月31日現在における主な設備の新設計画は、本社移転に伴うもの及びホフ事業における基幹システム

の構築であり、それぞれ次のとおりであります。 

（2）重要な設備の除却等 

  平成17年12月31日現在における主な設備の除却等の計画は、本社移転に伴うものであり、次のとおりでありま

す。 

  平成17年12月31日現在

名称 設備の内容 リース期間 年間リース料 リース契約残高 

ソフトウェア 

汎用ソフトウェア 一式 

（所有権移転外ファイナ

ンス・リース） 

５年  7,387千円 40,569千円 

 建物 

パーティション  

（所有権移転外ファイナ

ンス・リース）  

５～６年 5,209千円 31,480千円 

器具備品 

事務機器等 

（所有権移転外ファイナ

ンス・リース） 

５～６年  32,375千円  196,637千円 

器具備品 

 オフィス備品等 

（所有権移転外ファイナ

ンス・リース）  

５～６年  7,755千円 44,494千円 

会社名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 
帳簿価額（千円） 

従業員数 
（人） 

建物 器具備品 合計 

リプラス・リート・マネジメント株式会社 

(東京都千代田区) 
 ホフ事業 

建物附属設備

及び備品他  
3,145 293 3,439 

9 

(1) 

リプラス・インベストメンツ株式会社 

(東京都千代田区) 
 ホフ事業 －  － － － 

5 

(－) 

社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達 
方法 

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 総額 

（百万円）
既支払額 
（百万円）

着手 完了 

提出会社及び 

国内子会社 

本社 

(東京都港区) 

本社機能、ホフ

事業及び賃貸サ

ポート事業 

新本社事務所

設備及び敷金 
1,054 ─ 

自己資金、

借入金及び

リース契約  

平成18年 

５月 

平成18年 

９月  
─ 

提出会社 

本社 

(東京都 

千代田区) 

ホフ事業 

ホフ事業にお

ける基幹シス

テムの構築 

51 ─ リース契約  
 平成18年

３月 

平成18年 

７月  
─ 

社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 
除却等予定金額 
（百万円） 

除却等予定年月 
除却等による減少
能力 

提出会社及び国内

子会社 

本社 

(東京都千代田区) 

本社機能、ホフ事

業及び賃貸サポー

ト事業 

建物附属設備及び

備品他  
135 平成18年９月 ─ 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注） 平成17年11月18日開催の当社取締役会決議に基づき、平成18年２月20日付で株式分割に伴う定款の変更が行わ

れ、会社が発行する株式の総数は607,200株増加し、910,800株となっております。更に、平成18年３月29日開催

の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日より207,768株増加し、

1,118,568株となっております。 

②【発行済株式】 

（注） 「提出日現在発行数」欄には、平成18年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。  

（2）【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりでありま

す。 

（平成15年７月31日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除しており

ます。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 303,600 

計 303,600 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成17年12月31日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成18年３月30日）

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 92,698 279,642 
東京証券取引所 

（マザーズ） 

権利行使に何ら限定のな

い、当社における標準と

なる株式 

計 92,698 279,642 － － 

区分 
事業年度末現在 

（平成17年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数（個） 1,022(注)１   909(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,066(注)１ 8,181(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,667(注)２   556(注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年８月１日 

至 平成25年７月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,667 

資本組入額    834 

発行価格     556 

資本組入額    278 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

調整後 
行使価額 

＝ 
既発行株式数× 調整前行使価額＋新規発行または処分株式数×

１株当たり払込金額または処分
価額 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 



上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土曜

日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。このた

め、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時にお

いても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、店頭登録

あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこの限り

ではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

（イ）権利行使時において当社及び当社子会社の取締役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた新

株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使すること

ができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済みの

数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内に

ついて権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利を

行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ.定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ.定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、未

行使の新株予約権を全て行使することができる。 

  なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の1.5

倍以上であることを要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



（平成15年12月８日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除しており

ます。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土曜

日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。このた

め、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約権

行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただ

し、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場

合はこの限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

（イ）権利行使時において当社または当社子会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

区分 
事業年度末現在 

（平成17年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数（個） 683(注)１ 614(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,049(注)１ 5,526(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,667(注)２  556(注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年12月９日 

至 平成25年12月８日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1,667 

資本組入額     834 

発行価格     556 

資本組入額     278 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

調整後 
行使価額 

＝ 
既発行株式数× 調整前行使価額＋新規発行または処分株式数×

１株当たり払込金額または処分
価額 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた新

株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使すること

ができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済みの

数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内に

ついて権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利を

行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ.定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ.定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、未

行使の新株予約権を全て行使することができる。 

なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の1.5

倍以上であることを要する。 

（平成16年６月30日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除しており

ます。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

区分 
事業年度末現在 

（平成17年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数（個） 327(注)１ 306(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   981(注)１ 2,754(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,800(注)２   600(注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成26年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1,800 

資本組入額    900 

発行価格      600 

資本組入額    300 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 

調整後 
行使価額 

＝ 
既発行株式数× 調整前行使価額＋新規発行または処分株式数×

１株当たり払込金額または処分
価額 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土曜

日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。このた

め、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約権

行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただ

し、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場

合はこの限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

④新株予約権の割当を受けた者は、以下の区分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

（イ）権利行使時において当社または当社子会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた新

株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使すること

ができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済みの

数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内に

ついて権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利を

行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ.定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ.定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、未

行使の新株予約権を全て行使することができる。 

 なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の1.5

倍以上であることを要する。 

(平成16年11月1日臨時株主総会決議に基づく新株予約権の付与) 

区分 
事業年度末現在 

（平成17年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数（個） 262(注)１ 259(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   786(注)１ 2,331(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,417(注)２  806(注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年11月２日 

至 平成26年11月１日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   2,417 

資本組入額  1,209 

発行価格     806 

資本組入額    403 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要するも

のとする。 

同左 



（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した株式数を控除しており

ます。 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。 

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げ

る。 

更に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

３．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土曜

日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を、１株につき３株に分割いたしました。このた

め、平成18年２月21日以降の払込金、発行価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

４．新株予約権の行使の条件は次のとおりである。 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の従業員であった者（入社予定者を含む。）は、新株予約

権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の取締役・監査役または従業員であることを要

する。ただし、店頭登録あるいは上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会

が認めた場合はこの限りではない。 

③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先

立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

④新株予約権の割当を受けた者のうち、権利行使時において以下の（イ）または（ロ）に該当する者は、各区

分に従って、権利の一部または全部を行使することができる。 

（イ）権利行使時において当社、当社子会社または当社の関係会社の取締役・監査役の地位にある者 

店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、全ての新株予約権を行使することがで

きる。 

（ロ）権利行使時において当社、当社子会社または当社の関係会社の従業員の地位にある者 

イ．店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から１年以内の期間において割当を受けた新

株予約権の数の最大30％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内について権利を行使すること

ができる。 

ロ．店頭登録あるいは上場の日より２年を経過した日の翌日から１年以内の期間において既に行使済みの

数を含めて割当を受けた新株予約権の数の最大60％（ただし、小数第１位を四捨五入する。）以内に

ついて権利を行使することができる。 

ハ．店頭登録あるいは上場の日より３年を経過した日の翌日以降は、未行使の新株予約権について権利を

行使することができる。 

ニ．上記の区分に関わらず定年退職を迎える者については、次のとおりとする。 

ａ.定年退職日までは上記区分に準ずる。 

ｂ.定年退職日の翌日以降については、店頭登録あるいは上場の日より１年を経過した日の翌日から、未

行使の新株予約権を全て行使することができる。 

 なお、別途細則に新株予約権の行使について定めのある場合は、この限りではない。 

⑤新株予約権行使日の前日の店頭または証券取引所における当社普通株式の終値が１株当たり払込金額の1.5

倍以上であることを要する。 

調整後 

行使価額 
＝ 

既発行株式数× 
調整前 

行使価額 
＋新規発行または処分株式数×

１株当たり払込金額または処分
価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



（3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．設立 

発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円 

２．有償第三者割当 

発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円 

割当先は、株式会社ドリームインキュベータであります。 

３. 有償第三者割当 

発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円 

割当先は、当社代表取締役社長 姜 裕文（860株）、谷家 衛（340株）、当社専務取締役 菊本 淳子

（200株）、柘植 さやか（10株）であります。 

４．有償第三者割当 

発行価格 50,000円、資本組入額 50,000円 

割当先は、当社代表取締役社長 姜 裕文（140株）、当社専務取締役 菊本 淳子（60株）であります。 

５. 株式分割 

平成15年６月27日開催の取締役会決議に基づき、平成15年６月30日現在の株主名簿に記載された株主に対

し、平成15年７月１日付をもって普通株式１株を10株に分割しております。 

６．有償第三者割当 

発行価格 5,000円、資本組入額 5,000円 

割当先は、当社代表取締役社長 姜 裕文（2,000株）であります。 

７．有償第三者割当 

発行価格 5,400円、資本組入額 5,400円 

割当先は、三菱証券株式会社（現 三菱UFJ証券株式会社（200株））、株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱

東京UFJ銀行（200株））、株式会社三井住友銀行（200株）、株式会社新生銀行（200株）、松原 祐二（100

株）、後藤 康治郎（100株）、工藤 博樹（100株）、宮崎 美恵（100株）、村山 明寛（100株）であり

ます。 

年月日 
発行済株式総
数増減数
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成14年９月３日 

（注）１ 
410 410 20,500 20,500 － － 

平成14年11月６日 

（注）２ 
180 590 9,000 29,500 － － 

平成15年２月５日 

（注）３ 
1,410 2,000 70,500 100,000 － － 

平成15年６月24日 

（注）４ 
200 2,200 10,000 110,000 － － 

平成15年７月１日 

（注）５ 
19,800 22,000 － 110,000 － － 

平成15年12月18日 

（注）６ 
2,000 24,000 10,000 120,000 － － 

平成16年８月12日 

（注）７ 
1,300 25,300 7,020 127,020 － － 

平成16年12月16日 

（注）８ 
2,800 28,100 226,100 353,120 317,800 317,800 

平成17年５月20日 

（注）９ 
56,200 84,300 － 353,120 － 317,800 

平成17年12月６日 

（注）10 
6,000 90,300 2,495,208 2,848,328 2,495,202 2,813,002 

平成17年12月19日 

（注）11 
1,398 91,698 1,165 2,849,493 1,164 2,814,166 

平成17年12月22日 

（注）12 
1,000 92,698 415,868 3,265,361 415,867 3,230,033 



８．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格       194,250円 

資本組入額      80,750円 

払込金総額    543,900千円 

  ９. 株式分割 

平成17年２月14日開催の取締役会決議に基づき、平成17年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載

または記録された株主の所有株式数を、平成17年５月20日付をもって１株につき３株に分割しております。 

  10. 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格       881,730円 

発行価額       831,735円 

資本組入額     415,868円 

払込金総額  4,990,410千円 

  11. 新株予約権の行使による増加であります。 

  12. 有償第三者割当 

発行価格 831,735円、資本組入額 415,868円 

割当先は、三菱UFJ証券株式会社（1,000株）であります。 

  13. 新株予約権の行使 

平成18年１月１日から平成18年２月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,548株、

資本金が430千円、資本準備金が430千円増加しております。 

  14. 株式分割 

平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付をもって平成17年12月31日（土

曜日）（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金曜日））最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき３株に分割いたしまし

た。このことにより、発行済株式総数は185,396株増加しております。 

  

（4）【所有者別状況】 

  平成17年12月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 

個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 11 4 50 33 － 3,845 3,943 － 

所有株式数

（株） 
－ 5,528 417 6,234 7,417 － 73,102 92,698 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 5.96 0.45 6.73 8.00 － 78.86 100.00 － 



（5）【大株主の状況】 

（6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成17年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

姜 裕文 東京都千代田区霞が関３-２-５ 

株式会社リプラス内 

33,900 36.57 

菊本 淳子 東京都千代田区霞が関３-２-５ 

株式会社リプラス内 

15,600 16.83 

谷家 衛 東京都千代田区霞が関３-２-５ 

株式会社リプラス内 

10,800 11.65 

有限会社YNKホールディングス 東京都港区白金４-10-18-303 6,000 6.47 

ビーエヌピーパリバセキュリティーズサー

ビスロンドンジャスデックユーケーレジィ

デンツ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

東京都中央区日本橋３-11-１ 2,400 2.59 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１-８-11 1,665 1.80 

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２-２-２ 1,041 1.12 

バークレイズバンクピーエルシーバークレ

イズキャピタルセキュリティーズエスビー

エルピービーアカウント 

（常任代理人 スタンダードチャータード 

銀行） 

東京都千代田区永田町２-11-１ 

山王パークタワー21階 

913 0.98 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 

東京都港区浜町２-11-３ 842 0.91 

エーシーピーシードファンド 

５投資事業組合 

東京都港区赤坂２-３-４ 

ランディック赤坂ビル 

750 0.81 

計 － 73,911 79.73 

  平成17年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 92,698 92,698 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 92,698 － － 

総株主の議決権 － 92,698 － 



②【自己株式等】 

（7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 

（注）平成18年２月28日現在、付与対象者の人数は、取締役１名の退任、従業員５名の退職及び社外協力者１名の資格

喪失により、従業員33名、社外協力者２名となっております。 

（注）平成18年２月28日現在、付与対象者の人数は、従業員11名の退職及び社外協力者（当社取締役に就任）１名の付

与分全部行使により、監査役２名、従業員30名となっております。 

  平成17年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

決議年月日 平成15年７月31日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役  1名 

当社従業員 38名 

社外協力者  3名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成15年12月８日 

付与対象者の区分及び人数 

当社監査役  2名 

当社従業員 41名 

社外協力者  1名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



（注）平成18年２月28日現在、付与対象者の人数は、従業員６名の退職により、取締役１名、従業員28名となっており

ます。 

（注）平成18年２月28日現在、付与対象者の人数は、従業員７名の退職、付与時当社入社予定者５名の入社及び社外協

力者１名の子会社取締役就任により、従業員34名、社外協力者３名、子会社取締役１名となっております。 

決議年月日 平成16年６月30日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役  1名 

当社の従業員 34名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成16年11月１日 

付与対象者の区分及び人数 

当社従業員   36名 

当社入社予定者  5名 

社外協力者    4名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



２【自己株式の取得等の状況】 

（1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

（2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は利益配分につきましては、経営の最重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要

な内部留保資金を確保しつつ、各期の経営成績を考慮に入れて配当を行うことを基本方針としております。 

 これからしばらくの期間については、既存事業領域は当然のこと、更にその周辺領域においても魅力的な事業機会

が存在する、または新たに発見できると考えております。したがいまして、更なる成長へ向け事業投資を行うことを

優先していく方針であります。 

４【株価の推移】 

（1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

平成16年12月17日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項

はありません。 

２．第４期欄の※印は、平成17年５月20日付株式分割による権利落後の株価であります。  

３．第４期欄の□印は、平成18年２月20日付株式分割による権利落後の株価であります。  

（2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

２．□印は、平成18年２月20日付株式分割による権利落後の株価であります。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

最高（円） － － 1,170,000 

2,900,000 

※1,630,000 

□466,000 

最低（円） － － 681,000 

970,000 

※749,000 

□387,000 

月別 平成17年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 1,170,000 1,070,000 1,010,000 928,000 934,000 
1,180,000 

□466,000 

最低（円） 1,000,000 900,000 766,000 749,000 788,000 
918,000 

□387,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

代表取締役社長 － 姜 裕文 昭和46年７月12日生 

平成７年３月 東京大学経済学部卒業 

平成７年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入

社 

平成９年４月 平和㈱ 取締役 

平成12年６月 ㈱ドリームインキュベータ 執行役員 

平成14年９月 当社設立 

 代表取締役社長就任（現任） 

平成17年４月 リプラス・インベストメンツ㈱設立 

 代表取締役社長就任（現任） 

平成17年12月 リプラス・チャイナ・アセットマネジメ

ント㈱設立 

 代表取締役就任（現任） 

101,700 

専務取締役 － 菊本 淳子 昭和44年３月20日生 

平成３年３月 九州大学理学部卒業 

平成３年４月 ㈱日立製作所入社 

平成６年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 新日本監

査法人)入所 

平成10年３月 公認会計士登録 

平成11年９月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入

社 

平成12年６月 ㈱ドリームインキュベータ入社 

平成14年９月 当社設立 専務取締役就任（現任） 

46,800 

取締役 － 谷家 衛 昭和37年12月30日生 

昭和62年３月 東京大学法学部卒業 

昭和62年４月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社入

社 

平成11年10月 チューダー・キャピタル・ジャパン・リ

ミテッド入社 

平成14年７月 あすかアセットマネジメントリミテッド 

CEO就任（現任） 

平成16年２月 エーシーパートーナーズ㈱代表取締役就

任（現任） 

平成16年９月 当社取締役就任（現任） 

32,400 

取締役 － 
井上 義郎 昭和14年８月28日生 

昭和38年３月 慶應義塾大学経済学部卒業 

昭和38年４月 ㈱第一銀行(現 ㈱みずほフィナンシャル

グループ)入行 

平成２年５月 同行神田支店長 

平成４年５月 川崎重工業㈱入社(理事) 

平成５年６月 同社取締役就任、企画本部副本部長兼管

理部長 

平成９年６月 同社常務取締役就任 

平成11年６月 同社専務取締役就任 

平成12年６月 同社代表取締役副社長就任 

平成15年６月 同社特別顧問就任（現任） 

平成17年３月 当社取締役就任（現任） 

－ 

取締役 － 宮崎 貞 昭和20年２月21日生 

昭和42年３月 東京大学法学部卒業 

昭和42年４月 警察庁奉職 

昭和47年５月 米国コーネル大学経営大学院卒業 

昭和47年８月 愛知県警交通規制課長 

昭和58年９月 内閣官房調査官 

昭和60年４月 社会システム研究所理事長 

平成４年４月 帝京大学教授（リスクマネジメント、危

機管理論）（現任） 

平成16年３月 当社取締役就任（現任） 

－ 

 



（注）１．取締役 谷家 衛、井上 義郎、宮崎 貞及び渋澤 健は、商法第188条第２項７号ノ２に定める社外取締

役であります。 

２．監査役 藤田 誠司、南方 美千雄、河村 明雄及び中村 信男は、「株式会社の監査等に関する商法の

特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役 － 渋澤 健 昭和36年３月18日生 

昭和58年12月 テキサス大学 

 BS Chemical Engineering卒業 

昭和62年６月 UCLA大学MBA経営大学院卒業 

昭和62年６月 ファースト・ボストン証券会社(NY) 

 入社 

昭和63年10月 JPモルガン銀行（東京）入行 

平成４年５月 JPモルガン証券会社（東京）入社 

平成６年７月 ゴールドマン・サックス証券会社（東

京）入社 

平成８年４月 ムーア・キャピタル・マネジメント(NY)

入社 

平成13年３月 シブサワ・アンド・カンパニー㈱設立 

 代表取締役就任（現任） 

平成17年３月 当社取締役就任（現任） 

9 

常勤監査役 － 藤田 誠司 昭和35年11月13日生 

昭和59年３月 中央大学商学部卒業 

昭和63年10月 KPMG港監査法人(現 新日本監査法人)入

所 

平成４年８月 公認会計士登録 

平成９年１月 藤田公認会計士事務所設立 代表就任

（現任） 

平成15年３月 当社監査役就任（現任） 

－ 

監査役 － 南方 美千雄 昭和41年11月13日生 

平成２年３月 慶應義塾大学経済学部卒業 

平成４年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 新日本監

査法人)入所 

平成８年４月 公認会計士登録 

平成12年１月 ナスダックジャパン㈱入社 

平成13年９月 ㈱アイピーオーバンク設立 

 代表取締役社長就任（現任） 

平成14年９月 当社監査役就任（現任） 

－ 

監査役 － 河村 明雄 昭和29年８月11日生 

昭和55年３月 京都大学法学部卒業 

昭和57年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

 桝田・江尻法律事務所入所 

昭和61年５月 米国ペンシルベニア大学 

 ロー・スクール修士 

昭和61年９月 米国ニューヨーク州弁護士登録 

昭和62年６月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社

（現 日興シティグループ証券㈱）入社 

平成16年９月 あさひ・狛法律事務所顧問就任 

 （現任） 

平成17年３月 当社監査役就任（現任） 

－ 

監査役 － 中村 信男 昭和38年１月10日生 

昭和61年３月 早稲田大学法学部卒業 

平成３年３月 早稲田大学大学院法学研究科博士課程 

満期退学 

平成３年４月 愛知学院大学法学部専任講師 

平成６年４月 早稲田大学商学部専任講師 

平成８年４月 早稲田大学商学部助教授 

平成13年４月 早稲田大学商学部教授就任 

平成16年９月 早稲田大学商学学術院教授就任（会社

法）（現任） 

平成18年３月 当社監査役就任（現任） 

－ 

    計 180,909 



３．当社では意思決定・監督と執行の分離による業務の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を採

用しております。 

  執行役員は、以下のとおりであります。 

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  当社は、まだ社歴の浅く、成長途上の会社です。そういった中でオペレーションの効率性の向上、経営の規律・組

織文化の構築を両立するために、コーポレート・ガバナンスに関しては、以下の６点に特に注力しております。 

１．執行と経営の監視の分離 

  現在の取締役会は、社内より２名、社外より４名という構成になっております。社内からは、CEO及びCFOが取締役

会に参加しております。社外からは、事業の迅速な立ち上げを期して先端的な金融サービスの開発に関する造詣を期

待して１名、事業立ち上げ期の事業リスクのコントロールを期待して１名、ファンド事業などの急速な拡大に伴いそ

の運営に対する知見を充実させるため、オルタナティブ投資業界の動向に詳しい者が１名、人員数・事業領域の急速

な拡大に対応するため、複雑化した大規模組織の特に人事面・総務面のマネジメントの経験を深く持つ者が１名の計

４名が参加しております。 

  CEO、CFOの２名の社内取締役、金融サービスの開発・ファンド運営・事業リスクコントロール・大規模組織のマネ

ジメントといった４つの分野に長けた４名の社外取締役の合計６名の構成により、急成長の舵取りをより高次元で行

える取締役会の確立へ繋げたいと考えております。 

  なお、取締役会の中における議論の活性化・緊張感を維持するため、取締役の任期は１年としております。 

２．執行役員会の充実 

  平成16年９月に意思決定・監督と執行の分離を図るため、執行役員制度を導入いたしました。このことにより、取

締役会の機能である、経営の基本方針・戦略の策定及び業務の監督という側面の明確化と同時に、業務執行の効率性

の向上を目指しております。現在、当社の事業を遂行するために必要となる各専門能力毎に現在５名の執行役員が選

任されております。 

３．監査役監査の充実 

  当社は商法上の中会社であり、監査役の法定員数は１名でありますが、常勤監査役のほか社外から２名の監査役を

選任し、取締役会の業務執行の監視強化を図っております。現在の監査役は、公開企業としての内部統制のスペシャ

リスト、財務のスペシャリスト、法務のスペシャリストの３名から構成されております。本構成により、内部統制・

財務・法務の面からの急成長を支える監査機能の強化が図れると考えております。 

４．独立監査人 

  当社は、平成17年４月に、今後の業容拡大に効率よく対応するため、これまでのノイエスト公認会計士共同事務所

から中央青山監査法人へと公認会計士等を異動し、新たに監査契約を締結し、監査を受けております。 

５．内部監査機能の充実 

  当企業集団においては、CEO直属の内部監査室を設置しております。この内部監査室３名による定期・不定期の社

内監査を通じて、コンプライアンス・業務執行レベルの改善を図っております。内部監査室の質・量ともに充実を図

りつつあり、不正予防のみならず業務改善の促進といった機能をも果たし始めております。また、監査役、監査人と

連携をとることで、内部監査室の業務遂行を円滑ならしめております。 

なお、社外取締役及び監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。 

役名及び職名 氏   名 

経営管理本部 総務・経理部 執行役員 本部長 宮崎  美恵 

賃貸サポート事業部 管理本部 執行役員 本部長 後藤 康治郎 

賃貸サポート事業部 営業本部 執行役員 本部長 松原  祐二 

ホフ事業部 企画本部 執行役員 本部長 柘植 さやか 

ホフ事業部 ストラクチュアード・ファイナンス本部 

執行役員 本部長 
村山  明寛 



６．コンプライアンスオフィサーの設置 

 当社においては、CEO直属のコンプライアンスオフィサーを設置しております。社内の対内的・対外的な各プロセ

スにおけるコンプライアンスのチェックをすると同時に、コンプライアンスに関する社内への啓蒙活動を行っており

ます。 

７. 役員報酬及び監査報酬 

  平成17年12月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬及び監査人に対する監査報酬は以下のとおりで

あります。 

役員報酬 

 監査報酬 

８. 会計監査の状況 

  当社は、中央青山監査法人と監査契約及び四半期財務諸表に対する意見表明業務契約を締結し、証券取引法監査並

びに四半期財務諸表に対する意見表明の手続きを受けております。当連結会計年度における当社の監査体制は以下の

とおりであります。 

・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名 

指定社員 業務執行社員 青山 裕治  

指定社員 業務執行社員  山岸 聡  

・会計監査業務に係わる補助者の構成 

公認会計士 ９名  会計士補 10名  その他 ４名 

社内取締役に支払った報酬 68,400千円

社外取締役に支払った報酬 13,200千円

監査役に支払った報酬 14,400千円

計 96,000千円

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬          7,500千円

上記以外の報酬はございません。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

（1） 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

（2） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

（3） 当連結会計年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以

下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、

前連結会計年度との対比は行っておりません。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成16年１月１日から平成16年12月31日まで）

の財務諸表についてはノイエスト公認会計士共同事務所により監査を受け、また、当連結会計年度（平成17年１月

１日から平成17年12月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日）の財

務諸表については中央青山監査法人により監査を受けております。 

 なお、当社の公認会計士等は次のとおり交代しております。 

  前事業年度            ノイエスト公認会計士共同事務所  

  当連結会計年度及び当事業年度   中央青山監査法人 



１【連結財務諸表等】 

（1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 構成比（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   2,206,293 

２．売掛金   1,200,192 

３．たな卸資産   14,525 

４．繰延税金資産   199,342 

５．立替金   1,149,739 

６．その他   858,570 

貸倒引当金   △444 

流動資産合計   5,628,219 46.5

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

（1）建物   122,371   

減価償却累計額   11,527 110,843 

（2）器具備品   6,548   

減価償却累計額   3,356 3,191 

有形固定資産合計   114,034 0.9

２．無形固定資産     

（1）ソフトウェア   77,914 

（2）連結調整勘定   7,722 

（3）その他    404 

無形固定資産合計   86,041 0.7

３．投資その他の資産     

（1）投資有価証券 ※１  5,607,047 

（2）長期貸付金   301,120 

（3）繰延税金資産   3,622 

（4）その他    370,190 

投資その他の資産合計   6,281,980 51.9

固定資産合計   6,482,057 53.5

Ⅲ 繰延資産     

１．創立費   1,744 

２．開業費   882 

繰延資産合計   2,627 0.0

資産合計   12,112,904 100.0 

     
 



  
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 構成比（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金 ※３  2,425,960 

２．未払金   604,507 

３．未払法人税等   704,252 

４．預り金   580,815 

５．保証履行引当金   168,603 

６．その他   96,300 

流動負債合計   4,580,439 37.8

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   4,270 

２．その他   19,697 

固定負債合計   23,967 0.2

負債合計   4,604,406 38.0

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   120,443 1.0

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   3,265,361 27.0

Ⅱ 資本剰余金   3,230,033 26.6

Ⅲ 利益剰余金   892,658 7.4

資本合計   7,388,053 61.0

負債、少数株主持分及び資本合計   12,112,904 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 百分比（％） 

Ⅰ 売上高   5,982,919 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,439,149 24.0

売上総利益   4,543,770 76.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１．紹介手数料   76,061   

２．役員報酬   116,226   

３．給与手当   1,160,636   

４．福利厚生費   205,828   

５．業務委託費   94,821   

６．地代家賃   177,725   

７．支払手数料   152,746   

８．減価償却費   10,387   

９．リース料   65,731   

10．その他   881,397 2,941,562 49.2

営業利益   1,602,208 26.8

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息   11,599   

２．その他   1,498 13,097 0.2

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息   39,823   

２．支払手数料   82,451   

３．新株発行費   43,969   

４．その他   1,182 167,426 2.8

経常利益   1,447,879 24.2

Ⅵ 特別損失     

１．移転費用   56,508 56,508 1.0

税金等調整前当期純利益   1,391,370 23.2

法人税、住民税及び事業税   805,460   

法人税等調整額   △129,019 676,440 11.3

少数株主利益   37,228 0.6

当期純利益   677,701 11.3

     



③【連結剰余金計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  317,800

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  2,911,069

２．新株予約権の行使による新株の発行  1,164 2,912,233

Ⅲ 資本剰余金期末残高  3,230,033

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  216,361

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  677,701 677,701

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．連結子会社増加に伴う利益剰余金の減少高  1,404 1,404

Ⅳ 利益剰余金期末残高  892,658

  



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前当期純利益   1,391,370 

２．減価償却費   16,970 

３．繰延資産償却   1,179 

４．連結調整勘定償却額   1,544 

５．貸倒引当金の増加額   444 

６．保証履行引当金の増加額   67,603 

７．受取利息   △11,599 

８．支払利息   39,823 

９．支払手数料   82,451 

10．新株発行費   43,969 

11．固定資産の除却に係る費用   13,713 

12．売上債権の増加額   △1,020,034 

13．前渡金の増加額   △333,118 

14．未収入金の増加額   △490,723 

15．立替金の増加額   △798,952 

16．未払金の増加額   479,380 

17．未払消費税等の増加額   57,160 

18．預り金の増加額   417,060 

19．その他   22,685 

小計   △19,070 

20．利息及び配当金の受取額   4,532 

21．利息の支払額   △41,048 

22．手数料の支払額   △85,021 

23．法人税等の支払額   △385,907 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △526,515 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．有形固定資産の取得による支出   △120,330 

２．無形固定資産の取得による支出   △69,448 

３．投資有価証券の払戻しによる収入   4,490,220 

４．投資有価証券の取得による支出   △8,790,377 

５．関係会社への出資による支出   △75,000 

６．短期貸付金の増加額   △100,294 

７．長期貸付けによる支出   △1,272,360 

８．長期貸付金の回収による収入   136,000 

９．敷金保証金の差入れによる支出   △244,408 

10．新規連結子会社株式の取得に伴う収入   72,287 

11．その他   9,266 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △5,964,443 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の増加額   2,259,100 

２．長期借入れによる収入   1,980,000 

３．長期借入金の返済による支出   △1,989,960 

４．株式の発行による収入   5,824,475 

５．株式の発行による支出   △31,760 

６．その他   △5,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー   8,036,562 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   1,545,603 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   623,284 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額   37,406 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  ※1 2,206,293 
  



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

リプラス・リート・マネジメント株式会社 

リプラス・インベストメンツ株式会社 

なお、リプラス・リート・マネジメント株式会社及びリプラス・イン

ベストメンツ株式会社は重要性が高くなったため、それぞれ当連結会計

年度下期首、当連結会計年度末より連結いたしております。  

（2）非連結子会社の名称等 

リプラス・チャイナ・アセットマネジメント株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 同社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益、利益剰余金等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項  他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有して

いるにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称 

リプラス・レジデンシャル投資法人 

（関連会社としなかった理由） 

  当企業集団は、当該投資法人の議決権の36％を所有しておりますが、財務

及び営業または事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる

ためであります。   

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社のうちリプラス・リート・マネジメント株式会社の決算日は、

３月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日におい

て、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる

決算を行っております。 

 リプラス・インベストメンツ株式会社の決算日は、12月31日であります。

４．会計処理基準に関する事項 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券  

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用しております。 

   匿名組合出資金 

匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当額を売上高に計上する

とともに「投資有価証券」を加減する処理を行っております。 

②たな卸資産 

仕掛品 

   個別法に基づく原価法によっております。 

貯蔵品 

   最終仕入原価法によっております。 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物     15年 

 器具備品   ４年 

②無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

 



項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 （3）重要な繰延資産の処理方法 

①創立費 

商法施行規則の規定に基づき、５年内に均等額以上を償却する方法を

採用しております。 

②開業費 

商法施行規則の規定に基づき、５年内に均等額以上を償却する方法を

採用しております。 

③新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

（4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

②保証履行引当金 

滞納家賃保証事業に係る損失に備えるため、過去の実績保証履行損失

率を勘案し、損失負担見込額を計上しております。 

（5）収益及び費用の計上基準 

滞納家賃保証事業の収益は、当期中の契約締結に係る契約金額全額を

計上しております。 

（6）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

（7）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、部分時価評価法を採用し

ております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事

項 

 連結調整勘定は３年で均等償却しております。  

７．利益処分項目等の取扱いに関す

る事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に

確定した利益処分に基づいて作成しております。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係）  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。  

      投資有価証券（株式）                                65,000千円  

        投資有価証券（その他）                3,250,000千円     

  ２．偶発債務 

      連帯保証債務 

       滞納家賃保証事業に係る保証極度相当額であります。  

保証極度相当額                                22,605,614千円 

※３．コミットメントライン 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。  

 当座貸越極度額及び貸出コミットメント総額  1,980,000千円

 借入実行残高  1,407,000千円

 差引額  573,000千円

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在） 

 
 現金及び預金勘定 2,206,293千円 

 現金及び現金同等物 2,206,293千円 

   



（リース取引関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相当額 
（千円） 

減価償却累計額
相当額 
（千円） 

期末残高相当額
（千円） 

 建物 35,953 4,473 31,480 

 器具備品 283,725 41,017 242,707 

ソフトウェア 53,281 10,348 42,932 

合計 372,960 55,839 317,120 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

１年内      65,198千円

１年超       257,508千円

合計       322,706千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料      54,474千円

減価償却費相当額      47,827千円

支払利息相当額    11,477千円

(4)減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

(5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内      1,680千円

１年超      1,680千円

合計      3,360千円

 



（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 当企業集団は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。   

（退職給付関係） 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 当企業集団は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度 
（平成17年12月31日現在） 

連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券   

 ①不動産投資信託 3,250,000 

 ②匿名組合出資金 2,284,547 

 ③非上場株式 72,500 

 合計 5,607,047 



（税効果会計関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産(流動)  

未払事業税       50,773千円

保証履行引当金       109,701千円

保証履行損失   35,027千円

その他      3,839千円

繰延税金資産(流動)小計       199,342千円

繰延税金資産(固定)  

繰延消費税額    1,045千円

繰延資産（入会金）    3,008千円

その他  43千円

小計    4,096千円

評価性引当額    △474千円

繰延税金資産（固定）小計  3,622千円

繰延税金資産合計       202,964千円

繰延税金資産の純額       202,964千円

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目の内訳 

法定実効税率 40.7% 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4% 

住民税均等割 1.1% 

留保金課税 6.5% 

事業税の軽減税率による差異 △0.0% 

連結調整勘定償却額  0.0% 

その他 △0.1% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.6% 

  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

            事業区分は、サービス内容及び市場・顧客の類似性を考慮して区分しております。  

２．各区分に属する主要な事業内容 

３．当連結会計年度における営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は436,268

    千円であり、その内容は親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．当連結会計年度における資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は2,273,420千円であ 

    り、その内容は親会社の管理部門に係る資産であります。 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）において、本邦以外の国または地域に所在

する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）において、海外売上高がないため、該当事

項はありません。 

 
ホフ事業 
（千円） 

賃貸サポート
事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 3,280,433 2,702,486 5,982,919 － 5,982,919 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計 3,280,433 2,702,486 5,982,919 － 5,982,919 

営業費用 1,540,272 2,404,170 3,944,443 436,268 4,380,711 

営業利益 1,740,160 298,316 2,038,476 △436,268 1,602,208 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
     

資産 8,174,311 1,665,172 9,839,484 2,273,420 12,112,904 

減価償却費 6,927 2,075 9,003 7,967 16,970 

資本的支出 56,142 83,092 139,235 64,715 203,950 

ホフ事業   不動産ファンドのアセットマネジメント事業 

 賃貸サポート事業  賃貸住宅の滞納家賃保証事業  



【関連当事者との取引】 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注） 当社は、虎ノ門オフィスの賃借料に対して代表取締役社長 姜 裕文及び取締役 谷家 衛より保証を受けてお

りますが、保証料の支払いは行っておりません。なお、同賃貸借契約は平成18年１月31日に解消しておりま

す。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 
取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 姜 裕文 － － 
当社代表取

締役社長 

（被所有） 

直接36.57 
－ － 

当社賃貸

借契約の

債務保証 

（注） 

－ － － 

役員 谷家 衛 － － 当社取締役 
(被所有) 

直接11.65 
－ － 

当社賃貸

借契約の

債務保証 

（注） 

－ － － 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額       79,700円25銭 

１株当たり当期純利益金額      7,993円50銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
     7,282円78銭 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 677,701 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 677,701 

期中平均株式数（株） 84,782 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

当期純利益調整額（千円） － 

普通株式増加数（株） 8,274 

（うち新株予約権） (8,274) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

────── 



（重要な後発事象） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１. 平成18年１月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、以下のように有限会社MASUKAGAMIの借入れに対し債務保証

を行っております。 

 (1) 債務保証の概要 

 ①債務保証の内容 有限会社MASUKAGAMIのオリックス株式会社からの借入金に対する連帯保証 

 ②債務保証額   20億円 

 ③債務保証期間  平成18年1月23日より平成18年7月24日 

 (2) 保証先の概要   有限会社MASUKAGAMI（特定目的会社：SPC） 

 ①不動産の売買、交換、賃貸、所有及びその仲介並びに管理 

 ②不動産に関する信託受益権の売買、交換、保有及び管理 

③匿名組合財産の運用及び管理 

 ④前各号に附帯する一切の業務を目的とする。 

 (3) 目的 

  不動産の取得、またはかかる不動産を信託財産とする不動産管理処分信託契約にかかる不動産信託受益権を取

得し、信託受託者を通じるなどして当該不動産の管理、運用及び処分を行うことを目的とする。 

２．平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づき、以下のように株式分割による新株式を発行いたしました。

 (1) 平成18年２月20日付をもって普通株式１株を３株に分割いたしました。 

 ①今回の分割により増加する株式数   普通株式 185,396株 

 ②分割方法 

 平成17年12月31日(土曜日)（ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30日（金

曜日））最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき３株に分割

いたしました。 

 以上により、平成18年２月20日現在の発行済株式総数は、279,642株となりました。 

 (2) 配当起算日     平成18年１月１日(日曜日) 

 (3) 当社が発行する株式の総数の増加 

 同日開催の取締役会において、上記の株式の分割に伴い、商法第218条第２項の規定に基づき、当社定款上の

「発行する株式の総数」について、現行の303,600株から607,200株増加させて910,800株に変更することを決議し

ております。 

 (4) 新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額の調整 

 株式の分割に伴い、商法第280条ノ20、第280条ノ21及び臨時株主総会の決議に基づき発行している新株予約権

（ストックオプション）の新株予約権１個当たりの目的たる株式の数及び行使価額を平成18年１月１日（日曜日）

以降、次のとおり調整いたします。 

 (平成15年７月31日及び平成15年12月８日開催の臨時株主総会の決議によるもの) 

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株 556円  

 調整前 ３株 1,667円  

 (平成16年６月30日開催の臨時株主総会の決議によるもの) 

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株 600円  

 調整前  ３株  1,800円  

 (平成16年11月１日開催の臨時株主総会の決議によるもの) 

  
新株予約権の目 

的たる株式の数 
行使価額 

 調整後 ９株  806円  

 調整前  ３株   2,417円  



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

（2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 156,900 2,416,000 1.30 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 9,960 9,960 1.88 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 14,230 4,270 1.88 平成19年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 181,090 2,430,230 － － 

 
１年超２年以
内（千円） 

２年超３年以
内（千円） 

３年超４年以
内（千円） 

４年超５年以
内（千円） 

長期借入金 4,270 － － － 



２【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第３期 

（平成16年12月31日） 
第４期 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   623,284   2,129,751  

２．売掛金   173,545   897,415  

３．仕掛品   5,344   5,356  

４．貯蔵品   5,407   9,169  

５. 前渡金   44,405   377,524  

６．前払費用   14,420   45,514  

７．繰延税金資産   64,135   191,848  

８．未収入金   50,057   326,269  

９．短期貸付金 ※２  －   403,580  

10．立替金   128,900   1,151,676  

11．その他   7,052   15,065  

  貸倒引当金   －   △444  

流動資産合計   1,116,554 66.5  5,552,727 47.4 

Ⅱ 固定資産        

１. 有形固定資産        

（1）建物  18,616   119,185   

減価償却累計額  2,520 16,095  11,487 107,698  

（2）器具備品  4,391   6,246   

減価償却累計額  2,027 2,364  3,348 2,897  

有形固定資産合計   18,459 1.1  110,595 0.9 

２. 無形固定資産        

（1）ソフトウェア   323   77,914  

（2）電話加入権   304   404  

無形固定資産合計   628 0.0  78,319 0.7 

３. 投資その他の資産        

（1）投資有価証券   245,214   4,042,047  

（2）関係会社株式   －   288,000  

（3）出資金   30   10  

（4）長期貸付金   164,760   301,120  

（5）関係会社長期貸付金   －   1,000,000  

（6）長期前払費用   63   2,991  

（7）繰延税金資産   924   1,240  

（8）敷金保証金   131,642   350,111  

投資その他の資産合計   542,635 32.3  5,985,521 51.0 

固定資産合計   561,723 33.4  6,174,436 52.6 

Ⅲ 繰延資産        

１．創立費   184   92  

２．開業費   1,765   882  

繰延資産合計   1,950 0.1  975 0.0 

資産合計   1,680,227 100.0  11,728,139 100.0 

        
 



  
第３期 

（平成16年12月31日） 
第４期 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．短期借入金 ※４  156,900   2,416,000  

２．一年以内返済予定
長期借入金 

 
 9,960   9,960  

３．未払金   97,447   592,292  

４．未払法人税等   254,369   595,356  

５．未払消費税等   19,420   －  

６．前受金   1,556   6,090  

７．預り金   131,297   544,215  

８．前受収益   2,438   9,268  

９．保証履行引当金   101,000   168,603  

10．その他   998   62,530  

流動負債合計   775,387 46.2  4,404,315 37.6 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   14,230   4,270  

２．長期預り保証金   3,328   19,697  

固定負債合計   17,558 1.0  23,967 0.2 

負債合計   792,946 47.2  4,428,283 37.8 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  353,120 21.0  3,265,361 27.8 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  317,800   3,230,033   

 資本剰余金合計   317,800 18.9  3,230,033 27.5 

Ⅲ 利益剰余金        

１．当期未処分利益  216,361   804,460   

利益剰余金合計   216,361 12.9  804,460 6.9 

資本合計   887,281 52.8  7,299,856 62.2 

負債・資本合計   1,680,227 100.0  11,728,139 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
第３期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高        

１．アセットマネジメント
事業売上高 

 
2,241,580   2,948,371   

２．滞納家賃保証事業  
売上高 

 
1,419,686 3,661,267 100.0 2,702,486 5,650,858 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．アセットマネジメント
事業原価 

 
1,796,606   887,954   

２．滞納家賃保証事業原価  222,601 2,019,207 55.2 525,489 1,413,444 25.0 

売上総利益   1,642,059 44.8  4,237,413 75.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  50,748   45,546   

２．紹介手数料  101,446   76,061   

３．役員報酬  59,900   96,000   

４．給与手当  460,076   1,156,523   

５．福利厚生費  69,727   204,045   

６．業務委託費  83,364   93,516   

７．地代家賃  75,977   175,296   

８．支払手数料  65,747   134,709   

９．減価償却費  3,364   8,607   

10．ソフトウェア償却費  129   1,732   

11．貸倒引当金繰入額  －   444   

12．貸倒損失  －   777   

13．その他  247,014 1,217,495 33.2 877,192 2,870,453 50.8 

営業利益   424,563 11.6  1,366,959 24.2 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息配当金  2,618   11,817   

２．受取手数料  5,016   －   

３．雇用助成金  12,168   －   

４．業務受託収入 ※１ －   1,725   

５．その他  814 20,617 0.6 1,122 14,665 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  14,134   39,823   

２．創立費償却  92   92   

３．開業費償却  882   882   

４．支払借入手数料  482   82,451   

５．新株発行費  3,549   43,294   

６．上場関連費用  16,059   －   

７．その他  341 35,542 1.0 3 166,546 3.0 

経常利益   409,638 11.2  1,215,077 21.5 

Ⅵ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 2,398   －   

２．移転費用  － 2,398 0.1 56,508 56,508 1.0 

税引前当期純利益   407,239 11.1  1,158,568 20.5 

法人税、住民税及び事
業税 

 
261,715   698,500   

法人税等調整額  △60,259 201,456 5.5 △128,030 570,469 10.1 

当期純利益   205,782 5.6  588,099 10.4 

前期繰越利益   10,579   216,361  

当期未処分利益   216,361   804,460  

        



売上原価明細書 

 (イ) アセットマネジメント事業原価 

（注）原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。 

 (ロ) 滞納家賃保証事業原価 

  
第３期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．不動産購入費  1,589,547 88.6 － － 

Ⅱ．人件費  32,283 1.8 126,793 14.3 

Ⅲ．経費  171,871 9.6 761,172 85.7 

 （うち賃借料）  (59,302)  (512,962)  

アセットマネジメント事業総費用  1,793,702 100.0 887,966 100.0 

期首仕掛品たな卸高  8,249  5,344  

合計  1,801,951  893,311  

期末仕掛品たな卸高  5,344  5,356  

当期アセットマネジメント事業原価  1,796,606  887,954  

      

  
第３期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．人件費  5,278 2.4 1,794 0.3 

Ⅱ．経費  217,322 97.6 523,695 99.7 

 （うち保証履行引当金繰入額）  (101,000)  (168,603)  

当期滞納家賃保証事業原価  222,601 100.0 525,489 100.0 

      



③【キャッシュ・フロー計算書】 

 当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表において記載しております。  

  第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税引前当期純利益  407,239 

２．減価償却費  3,364 

３．ソフトウェア償却費  129 

４．繰延資産償却  975 

５．保証履行引当金の増加額  93,242 

６．受取利息及び受取配当金  △2,618 

７．支払利息  14,134 

８．支払借入手数料  482 

９．新株発行費  3,549 

10．上場関連費用  16,059 

11．固定資産除却損  2,398 

12．売上債権の増加額  △84,275 

13．たな卸資産の増加額  △1,003 

14．前渡金の増加額  △25,355 

15．前払費用の増加額  △8,224 

16．未収入金の増加額  △44,338 

17．立替金の増加額  △119,926 

18．長期前払費用の増加額  △48 

19．未払金の増加額  51,264 

20．未払消費税等の増加額  16,933 

21．前受金の増加額  1,436 

22．預り金の増加額  88,963 

23．前受収益の増加額  1,022 

24．長期預り保証金の増加額  1,888 

25．その他  △1,380 

小計  415,913 

26．利息及び配当金の受取額  1,444 

27．利息、手数料及び保証料の支払額  △14,797 

28．法人税等の支払額  △22,046 

営業活動によるキャッシュ・フロー  380,514 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．有形固定資産の取得による支出  △15,537 

２．投資有価証券の取得による支出  △251,214 

３．投資有価証券の払戻しによる収入  6,000 

４．短期貸付金の増加額  △3,500 

５．長期貸付けによる支出  △206,760 

６．長期貸付金の回収による収入  42,000 

７．敷金保証金の差入れによる支出  △110,488 

８．敷金保証金の返還による収入  9,772 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △529,728 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．短期借入金の増加額  156,900 

２．長期借入れによる収入  80,000 

３．長期借入金の返済による支出  △72,804 

４．株式の発行による収入  547,370 

５．上場関連費用の支払額  △10,767 

財務活動によるキャッシュ・フロー  700,699 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  551,484 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  71,799 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 623,284 

   



④【利益処分計算書】 

  
第３期 

（株主総会承認日 
平成17年３月29日） 

第４期 
（株主総会承認日 
平成18年３月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   216,361  804,460 

Ⅱ 次期繰越利益   216,361  804,460 

      



重要な会計方針 

項目 
第３期 

（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)    ────────────  

  

  

(2)    ──────────── 

  

  

  

(3)匿名組合出資金  

匿名組合の損益のうち当社に帰属する

持分相当額を売上高に計上するとともに

「投資有価証券」を加減する処理を行っ

ております。 

（追加情報） 

「証券取引法等の一部を改正する法律

（平成16年法律第97号）」によって、有

価証券とみなすこととされた匿名組合出

資金について、「投資有価証券」に計上

しております。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(3)匿名組合出資金  

匿名組合の損益のうち当社に帰属する

持分相当額を売上高に計上するとともに

「投資有価証券」を加減する処理を行っ

ております。  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 仕掛品 

個別法に基づく原価法によっておりま

す。 

(1) 仕掛品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

最終仕入原価法によっております。 

(2) 貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物        15年 

  器具備品      ４年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 (1) 創立費 

商法施行規則の規定に基づき、５年内

に均等額以上を償却する方法を採用して

おります。 

(1) 創立費 

同左 

 (2) 開業費 

商法施行規則の規定に基づき、５年内

に均等額以上を償却する方法を採用して

おります。 

(2) 開業費 

同左 

 (3) 新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

(3) 新株発行費 

同左 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 保証履行引当金 

滞納家賃保証事業に係る損失に備える

ため、過去の実績保証履行損失率を勘案

し、損失負担見込額を計上しておりま

す。 

(2) 保証履行引当金 

同左 

 



会計処理方法の変更 

項目 
第３期 

（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

６．収益及び費用の計上基準 ───────────── 

  

滞納家賃保証事業の収益は、当期中の

契約締結に係る契約金額全額を計上して

おります。 

  

７. リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

───────────── 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  

  

消費税等の会計処理 

同左 

  

  

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

──────────── 

  



表示方法の変更 

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

──────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

  

（損益計算書） 

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「受取手数料」の金額は371千円で

あります。 

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「短期貸付金」は、当事業年度において、資産の

総額の100分の１を超えたため、区分掲記いたしました。 

 なお、前事業年度末の「短期貸付金」の金額は、3,500

千円であります。 

前期まで流動負債に表示しておりました「未払消費税

等」は、当事業年度において、負債及び資本の合計額の

100分の１以下となったため「その他」に含めて表示して

おります。 

 なお、当事業年度末における「未払消費税等」の金額

は61,852千円であります。 

 ──────────── 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「短期貸付金の

増加額」は、前期は「短期貸付けによる支出」及び「短

期貸付金の回収による収入」で総額表示しておりました

が、貸付期間が短く、かつ、回転が速い短期貸付金が主

であるため純額表示することとしました。 

 なお、当期の「短期貸付金の増加額」を総額表示する

と、「短期貸付けによる支出」の金額は367,610千円、

「短期貸付金の回収による収入」の金額は364,110千円と

なります。 

 ──────────── 

  

   

財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の

増加額」は、前期は「短期借入れによる収入」及び「短

期借入金の返済による支出」で総額表示しておりました

が、借入期間が短く、かつ、回転が速い短期借入金が主

であるため純額表示することとしました。 

 なお、当期の「短期借入金の増加額」を総額表示する

と、「短期借入れによる収入」の金額は1,457,200千円、

「短期借入金の返済による支出」の金額は1,300,300千円

となります。 

  

  



追加情報 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────────────  「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度から外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

 この結果、販売費及び一般管理費は28,315千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額

減少しております。 

第３期 
（平成16年12月31日） 

第４期 
（平成17年12月31日） 

 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 

  
 授権株式数 普通株式 101,200株 

 発行済株式総数 普通株式 28,100株 

 授権株式数 普通株式 303,600株 

 発行済株式総数 普通株式   92,698株 

 ※２．   ──────────────  ※２．関係会社項目     

 関係会社に対する資産及び負債のうち、区分掲記され

たもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりで

あります。     

 売掛金   149,999千円 

 短期貸付金 300,000千円 

 上記のほか、関係会社との取

引により発生した資産 

 28,434千円 

 関係会社との取引により発生

した負債 

 193千円 

３．偶発債務 

連帯保証債務 

賃貸家賃保証事業に係る保証極度相当額である。 

３．偶発債務 

連帯保証債務 

賃貸家賃保証事業に係る保証極度相当額でありま

す。 

 保証極度相当額 10,230,676千円  保証極度相当額   22,605,614千円 

※４．コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これらの契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。 

※４．コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。これらの契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。 

 当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 

280,000千円 

 借入実行残高 77,000千円 

 差引額 203,000千円 

 当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 

    1,980,000千円 

 借入実行残高     1,407,000千円 

 差引額       573,000千円 

  



（損益計算書関係） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．   ────────────── ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

   

  

  営業外収益  

 業務受託収入  

  

1,725千円

 

※２．固定資産除却損の内訳 

 建物 2,398千円 

    

※２．   ────────────── 

 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表における注記として記載しております。  

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年12月31日現在） 

 
 現金及び預金勘定 623,284千円 

 現金及び現金同等物 623,284千円 

    



（リース取引関係） 

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

減損損
失累計
額相当
額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

器具備品 3,376 1,125 － 2,250 

ソフト 
ウェア 

15,919 2,052 － 13,867 

合計 19,295 3,177 － 16,118 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 35,953 4,473 31,480 

器具備品 283,725 41,017 242,707 

ソフト 
ウェア 

53,281 10,348 42,932 

合計 372,960 55,839 317,120 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 (2)未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,634千円

１年超 12,711千円

合計 16,346千円

リース資産減損勘定の残高 － 千円

１年内     65,198千円

１年超       257,508千円

合計       322,706千円

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 2,604千円

リース資産減損勘定の取崩額 － 千円

減価償却費相当額 2,346千円

支払利息相当額 438千円

減損損失 － 千円

支払リース料      54,474千円

減価償却費相当額     47,827千円

支払利息相当額    11,477千円

(4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

  

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,680千円

１年超 3,360千円

合計 5,040千円

１年内      1,680千円

１年超      1,680千円

合計     3,360千円

  



（有価証券関係） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」（子会社株式で時価のあるものは

除く）の注記については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、子会社株式及び関連

会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（平成16年12月31日現在） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記については、連結

財務諸表における注記事項として記載しております。 

  

前事業年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「退職給付関係」の注記については、連結財務諸表

における注記事項として記載しております。 

  

前事業年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

当社では、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券   

匿名組合出資金 245,214 



（税効果会計関係） 

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産(流動)  

未払事業税 20,257千円

保証履行引当金 41,096千円

保証履行損失 2,780千円

繰延税金資産(流動)小計 64,135千円

繰延税金資産(固定)  

一括償却資産 631千円

その他 292千円

繰延税金資産(固定)小計 924千円

繰延税金資産合計 65,059千円

繰延税金資産の純額 65,059千円

  

繰延税金資産(流動)  

未払事業税       43,331千円

保証履行引当金       109,701千円

保証履行損失     35,027千円

その他     3,788千円

繰延税金資産(流動)小計       191,848千円

繰延税金資産(固定)  

繰延消費税額    1,045千円

その他    195千円

繰延税金資産(固定)小計    1,240千円

繰延税金資産合計       193,089千円

繰延税金資産の純額       193,089千円

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目の内訳 

法定実効税率 42.0% 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
1.0% 

住民税均等割 0.6% 

留保金課税 6.4% 

税額控除 △0.9% 

その他 0.4% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.5% 

  

法定実効税率 40.7% 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
0.4% 

住民税均等割 1.3% 

留保金課税 6.9% 

その他 △0.1% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.2% 

  



（持分法損益等） 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」の注記については記載しておりま

せん。 

  

前事業年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

当社には関連会社がありませんので、該当事項はありません。 



【関連当事者との取引】 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「関連当事者との取引」の注記については、連結財

務諸表における注記事項として記載しております。 

前事業年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．当社は、虎ノ門オフィス（本社）の賃借料に対して代表取締役社長 姜 裕文及び取締役 谷家 衛より保証

を受けておりますが、保証料の支払いは行っておりません。個人主要株主である谷家 衛は、平成16年９月

15日開催の臨時株主総会の承認を受け、当社の取締役に就任しております。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 
取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 姜 裕文 － － 
当社代表取

締役社長 

（被所有） 

直接41.99 
－ － 

当社賃貸

借契約の

債務保証 

（注）２ 

－ － － 

役員 谷家 衛 － － 当社取締役 
(被所有) 

直接12.81 
－ － 

当社賃貸

借契約の

債務保証 

（注）２ 

－ － － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 31,575円86銭 

１株当たり当期純利益金額 8,356円06銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
8,317円50銭 

１株当たり純資産額       78,748円80銭 

１株当たり当期純利益金額      6,936円64銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
     6,319円89銭 

 当社は平成17年５月20日付をもって普通株式１株を

３株に分割しております。当該株式分割が前事業年

度期首に行われたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については以下のとおりになり

ます。 

１株当たり純資産額       10,525円29銭 

１株当たり当期純利益金額      2,785円35銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
     2,772円50銭 

項目 
第３期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 205,782 588,099 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 205,782 588,099 

期中平均株式数（株） 24,627 84,782 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 114 8,274 

（うち新株予約権） (114) (8,274) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

────── ────── 



（重要な後発事象） 

第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．平成17年１月28日の取締役会決議に基づき、下記の

とおり借入れを行っております。 

（1）借入額：19.8億円 

（2）借入利率：年1.675% 

（3）借入期間：平成17年1月28日～平成18年10月28日 

（4）弁済方法：平成18年4月30日に２億２千万円、平成

18年10月28日に17億6千万円弁済するも

のとします。 

（5）資金使途：匿名組合出資 

（6）担保及び保証：担保及び保証はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２. 平成17年２月14日開催の当社取締役会において、以 

  下のように株式分割による新株の発行を行う旨を決 

  議しております。 

１．平成18年１月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように有限会社MASUKAGAMIの借入れに対

し債務保証を行っております。 

（1）債務保証の概要 

①債務保証の内容 有限会社MASUKAGAMIのオリックス

株式会社からの借入金に対する連

帯保証 

②債務保証額   20億円 

③債務保証期間  平成18年1月23日より平成18年７

月24日 

（2）保証先の概要 

  有限会社MASUKAGAMI（特定目的会社：SPC） 

①不動産の売買、交換、賃貸、所有及びその仲介並び

に管理 

②不動産に関する信託受益権の売買、交換、保有及び

管理 

③匿名組合財産の運用及び管理 

④前各号に附帯する一切の業務を目的とする。 

（3）目的 

 不動産の取得、またはかかる不動産を信託財産と

する不動産管理処分信託契約にかかる不動産信託

受益権を取得し、信託受託者を通じるなどして当

該不動産の管理、運用及び処分を行うことを目的

とする。 

２. 平成17年11月18日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように株式分割による新株式を発行いた

しました。 

（1）分割により増加する株式数 

①株式分割前の発行済株式総数    28,100株 

②今回の分割により増加する株式数  56,200株 

③株式分割後の発行済株式総数    84,300株 

④株式分割後の授権資本株式数   303,600株 

（2）分割の方法 

平成17年３月31日（木曜日）最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株

式数を、1株につき３株に分割する。 

（3）配当起算日   平成17年１月１日(土曜日) 

（4）当社が発行する株式の総数の増加 

同日開催の取締役会において、上記の株式の分割

に伴い、商法第218条第２項の規定に基づき、当社定

款上の「発行する株式の総数」について、現行の

101,200株から202,400株増加させて303,600株に変更

することを決議しております。 

    

  

（1）平成18年２月20日付をもって普通株式１株を３株に

分割いたしました。 

①今回の分割により増加する株式数  

     普通株式 185,396株 

 ②分割の方法 

  平成17年12月31日（土曜日）（ただし、当日は

名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17

年12月30日（金曜日））最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載または記録された株主の所有株式

数を、１株につき３株に分割いたしました。 

  以上により、平成18年２月20日現在の発行済株

式総数は、279,642株となりました。 

（2）配当起算日    平成18年１月１日(日曜日) 

（3）当社が発行する株式の総数の増加 

同日開催の取締役会において、上記の株式の分割

に伴い、商法第218条第２項の規定に基づき、当社

定款上の「発行する株式の総数」について、現行の

303,600株から607,200株増加させて910,800株に変

更することを決議しております。 

  

 



第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（5）新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額の調整 

株式の分割に伴い、商法第280条ノ20、第280条ノ21

及び臨時株主総会の決議に基づき発行している新株予

約権（ストックオプション）の新株予約権１個当たり

の目的たる株式の数及び行使価額を平成17年４月１日

（金曜日）以降、次のとおり調整いたします。 

(平成15年７月31日及び平成15年12月８日開催の臨時

株主総会の決議によるもの) 

 
新株予約権の目的
たる株式の数 

行使価額 

調整後 ３株 1,667円 

調整前 1株 5,000円 

（4）新株予約権の目的たる株式の数及び行使価額の調整

株式の分割に伴い、商法第280条ノ20、第280条ノ21

及び臨時株主総会の決議に基づき発行している新株予

約権（ストックオプション）の新株予約権１個当たり

の目的たる株式の数及び行使価額を平成18年１月１日

（日曜日）以降、次のとおり調整いたします。 

(平成15年７月31日及び平成15年12月８日開催の臨時

株主総会の決議によるもの) 

 
新株予約権の目的
たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株   556円 

調整前 ３株 1,667円 

(平成16年６月30日開催の臨時株主総会の決議による

もの) 

 
新株予約権の目的
たる株式の数 

行使価額 

調整後 ３株 1,800円 

調整前 1株 5,400円 

(平成16年６月30日開催の臨時株主総会の決議による

もの) 

 
新株予約権の目的
たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株   600円 

調整前 ３株 1,800円 

(平成16年11月１日開催の臨時株主総会の決議による

もの) 

 
新株予約権の目的
たる株式の数 

行使価額 

調整後 ３株 2,417円 

調整前 1株 7,250円 

(平成16年11月１日開催の臨時株主総会の決議による

もの) 

 
新株予約権の目的
たる株式の数 

行使価額 

調整後 ９株   806円 

調整前 ３株 2,417円 

（6）当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

1株当たり純資産額 
1,813円60銭 

1株当たり当期純利益 
166円84銭 

1株当たり純資産額 
10,525円29銭 

1株当たり当期純利益 
2,785円35銭 

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

2,772円50銭 

（5）当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

1株当たり純資産額 
3,508円43銭 

1株当たり当期純利益 
928円45銭 

潜在株式調整後1株当
たり当期純利益 

924円17銭 

1株当たり純資産額 
26,249円60銭 

1株当たり当期純利益 
2,312円21銭 

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

2,106円63銭 

  

 



第３期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第４期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．平成17年２月17日開催の当社取締役会において、以

下のようにREIT（不動産投資信託）運用を行う資産

運用子会社を設立することに関し、下記のとおり決

議しております。 

────────────── 

（資産運用子会社の概要） 

（1）商号 リプラス・リート・マネジメント株式会社 

  

  

（2）設立年月日  平成17年２月25日   

（3）本店所在地  東京都港区虎ノ門一丁目26番5号   

（4）代表者氏名  佐久間 隆夫   

（5）資本の額   150,000,000円   

（6）株主構成及び持株比率 株式会社リプラス 100％   

４．平成17年２月25日付で三井住友銀行をアレンジャー

とするコミット型シンジケートローン契約を締結い

たしました。 

  

（1）コミット金額   49億円   

（2）コミット期間   平成17年２月25日～ 

平成17年８月25日 

  

  

（3）アレンジャー   三井住友銀行   

（4）エージェント   三井住友銀行   

（5）参加金融機関   計７行 

三井住友銀行、りそな銀行、あ

おぞら銀行、岐阜銀行、西日本

シティ銀行、十六銀行、商工中

金 

  

  

（6）資金使途     不動産取得資金 

当社が不動産ファンドを組成す

るために、特定目的会社(以下

「SPC」という。)が不動産管理

処分信託に基づく受益権(以下

「受益権」という。)を取得する

に際して、当該受益権を第三者

に売却するまでもしくはノンリ

コースローン調達までの、繋ぎ

資金としてのSPC宛供与資金に充

当いたします。 

なお、平成17年３月15日に931百

万円の借入れを実行しておりま

す。 

  

  

  

５．平成17年２月25日開催の当社取締役会及び平成17年

３月29日開催の定時株主総会において、商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取

締役、監査役、従業員、社外協力者及び当社取引先

に対し、ストックオプションとして新株予約権を付

与する決議をいたしました。 

この内容の詳細については「第４ 提出会社の状況

1 株式等の状況 (7)ストックオプション制度の内

容」後段に記載しております。 

  

  

  



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

【有形固定資産等明細表】 

（注） 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

      建物      本社移転に伴う工事              56,749千円 

                      howffice内装工事               52,408千円 

      ソフトウェア  賃貸サポート事業における業務システムの導入  77,546千円 

投資有価証券 その他有価証券 

銘柄 
株式数 

（株） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

株式会社アロー建物管理 150 7,500 

計 150 7,500 

投資有価証券 その他有価証券 

種類及び銘柄 
投資口数等 

（口） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

 （不動産投資信託） 

リプラス・レジデンシャル投資法人  

 

3,500 

 

1,750,000 

 （匿名組合出資金） 

有限会社リプラス・レジデンシャル・

ウェアハウス 

 

－ 

 

1,375,889 

有限会社KOSHINOKANBAI － 415,243 

有限会社KIYOIZUMI － 251,743 

有限会社MASUMI － 57,052 

有限会社DEWAZAKURA － 56,177 

有限会社TENRANZAN － 55,277 

有限会社リプラスロード4 － 35,744 

その他（４銘柄） － 37,419 

計 3,500 4,034,547 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 18,616 119,185 18,616 119,185 11,487 13,869 107,698 

器具備品 4,391 1,854 － 6,246 3,348 1,321 2,897 

有形固定資産計 23,008 121,040 18,616 125,432 14,836 15,190 110,595 

無形固定資産        

ソフトウェア 589 79,323 － 79,913 1,998 1,732 77,914 

電話加入権 304 100 － 404 － － 404 

無形固定資産計 894 79,423 － 80,317 1,998 1,732 78,319 

長期前払費用 90 19,800 16,898 2,991 － － 2,991 

繰延資産        

創立費 461 － － 461 369 92 92 

開業費 4,414 － － 4,414 3,531 882 882 

繰延資産計 4,875 － － 4,875 3,900 975 975 



【資本金等明細表】 

 （注） 資本金及び株式払込剰余金の当期増加額並びに普通株式の当期増加は、以下の原因によるものであります。 

・平成17年５月20日付 株式分割（１対３） 

・平成17年12月６日付 有償一般募集増資 

・平成17年12月19日付 新株予約権行使 

・平成17年12月22日付 有償第三者割当増資 

【引当金明細表】 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 353,120 2,912,241 － 3,265,361 

資本金のうち既発

行株式 

普通株式 （注） （株） (28,100) (64,598) (－) (92,698) 

普通株式 （注） （千円） 353,120 2,912,241 － 3,265,361 

計 （株） (28,100) (64,598) (－) (92,698) 

計 （千円） 353,120 2,912,241 － 3,265,361 

資本準備金及びそ

の他資本剰余金 

（資本準備金） 

株式払込剰余金（注） 
（千円） 317,800 2,912,233 － 3,230,033 

計 （千円） 317,800 2,912,233 － 3,230,033 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

 貸倒引当金 － 444 － － 444 

 保証履行引当金 101,000 168,603 101,000 － 168,603 



（2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

（イ）相手先別内訳 

（ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 上記金額には消費税等が含まれております。 

③ 仕掛品 

区分 金額（千円） 

現金 11,528 

預金  

普通預金 2,118,223 

小計 2,118,223 

合計 2,129,751 

相手先 金額（千円） 

有限会社KOSHINOKANBAI 400,378 

リプラス・レジデンシャル投資法人 149,999 

有限会社TEDORIGAWA 40,469 

 有限会社TENRANZAN 22,729 

株式会社ジョイントレント 21,131 

その他 262,706 

合計 897,415 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

173,545 4,390,849 3,666,980 897,415 80.3 44.5 

内容 金額（千円） 

清澄プロジェクト 1,142 

南９西マンションプロジェクト 478 

正木マンション（ステージア金山）プロジェクト 308 

その他  3,427 

合計 5,356 



④ 貯蔵品 

⑤ 立替金 

⑥ 関係会社長期貸付金 

⑦ 短期借入金 

 （注）平成18年１月１日付で、株式会社東京三菱銀行と株式会社UFJ銀行は合併し、株式会社三菱東京UFJ銀行へ名称変

更しております。 

品目 金額（千円） 

契約書他 6,999 

プリンター用品 1,074 

交通カード 286 

その他  808 

合計 9,169 

内容 金額（千円） 

滞納家賃立替 606,476 

有限会社MASUKAGAMI  472,772 

子会社立替 17,548 

敷金立替 8,118 

その他  46,760 

合計 1,151,676 

相手先 金額（千円） 

リプラス・インベストメンツ株式会社 1,000,000 

合計 1,000,000 

相手先 金額（千円） 

株式会社みずほ銀行 920,000 

株式会社東京三菱銀行 650,000 

株式会社UFJ銀行 307,000 

株式会社八十二銀行 300,000 

株式会社三井住友銀行 239,000 

合計 2,416,000 



⑧ 未払金 

⑨ 未払法人税等 

（3）【その他】 

 該当事項はありません。 

内 容 金額（千円） 

経費関係 330,037 

滞納家賃保証関係 226,837 

新株発行費用 14,433 

本社移転費用 11,009 

設備関係 9,975 

合計 592,292 

内容 金額（千円） 

法人税 394,622 

事業税 106,491 

住民税 94,242 

合計 595,356 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注） 決算公告に代えて、貸借対照表及び損益計算書を下記アドレスに掲載することとさせていただいております。 

http://www.aspir.co.jp/kessan/8936/8936.html 

また、当社ホームページ（http://www.re-plus.co.jp）からも、内容を確認できます。 

決算期 12月31日 

定時株主総会 毎決算期の翌日から３ヵ月以内 

基準日 12月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 ６月30日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 （注） 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第３期）（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日）  

平成17年３月30日関東財務局長に提出 

（2）半期報告書 

（第４期中）（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）  

平成17年９月29日関東財務局長に提出 

（3）臨時報告書 

平成17年11月８日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。  

 （4）臨時報告書 

平成17年11月18日関東財務局長に提出  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。  

 （5）有価証券届出書（有償一般募集増資並びに売出し）及びその添付書類 

 平成17年11月18日関東財務局長に提出  

 （6）有価証券届出書（第三者割当増資）及びその添付書類  

 平成17年11月18日関東財務局長に提出 

（7）有価証券届出書の訂正届出書 

平成17年11月28日関東財務局長に提出 

平成17年11月18日提出の有価証券届出書（有償一般募集増資並びに売出し）に係る訂正届出書であります。 

（8）有価証券届出書の訂正届出書  

平成17年11月28日関東財務局長に提出 

平成17年11月18日提出の有価証券届出書（第三者割当増資）に係る訂正届出書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月２９日

株 式 会 社 リ プ ラ ス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リプラスの

平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リプラ

ス及び連結子会社の平成１７年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 岸   聡 

      



独立監査人の監査報告書 

   平成17年３月29日 

株式会社リプラス    

 取締役会 御中  

 ノイエスト公認会計士共同事務所 

  公認会計士 安田 幸一   印 

  公認会計士 小橋川 淳一  印 

 私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リ

プラスの平成16年１月１日から平成16年12月31日までの第３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに

財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。 

 私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リプ

ラスの平成16年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は匿名組合出資を資金使途として平成17年１月28日に1,980百万円の

借入を実行した。また、重要な後発事象４に記載されているとおり、不動産投資ファンドの組成に関連して特定目的会社

宛の繋ぎ資金に充てるため、平成17年２月25日付でコミット金額4,900百万円のコミット型シンジケートローン契約を締

結し、このうち平成17年３月15日に931百万円の借入を実行した。 

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途

保管しております。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月２９日

株 式 会 社 リ プ ラ ス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リプラスの

平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分

計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リプラスの

平成１７年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 青 山 裕 治 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 岸   聡 
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